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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第６条  地震による損傷

の防止」及び「第 27 条  地震による損傷の防止」に関して、基本設計方

針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項に

ついて整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。整理結果については、別紙に示す。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下のとおり構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

別紙２で示した基本設計方針の展開事項の分類ごとに添付書類

の項目、記載事項を並べ替えることで添付書類の全体構成と項目

ごとの記載事項を整理する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

2



2 

示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。  
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資料№ 名称 提出日 Rev

別紙1 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/7 3

別紙2 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 8/12 0

別紙3 基本設計方針の添付書類への展開 8/12 0

別紙4 添付書類の発電炉との比較 8/12 1

別紙5 補足すべき項目の抽出 8/12 0

別紙6 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ - 本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

耐震00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）】

別紙
備考
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別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 6 条，第 27 条 （地震による損傷の防止）（1 / 59）

1

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（地震による損傷の防止） 

第六条 

 安全機能を有する施設は、

これに作用する地震力 (事業

許可基準規則第七条第二項の

規定により算定する地震力を

いう。) による損壊により公

衆に放射線障害を及ぼすこと

がないものでなければならな

い。耐①③④⑤ 

２  耐震重要施設 (事業許可

基準規則第六条第一項に規定

する耐震重要施設をいう。以

下同じ。) は、基準地震動に

よる地震力 (事業許可基準規

則第七条第三項に規定する基

準地震動による地震力をい

う。以下同じ。) に対してそ

の安全性が損なわれるおそれ

がないものでなければならな

い。耐②③④⑤⑥ 

（地震による損傷の防止） 

第二十七条 

 重大事故等対処施設は、次

の各号に掲げる施設の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定

めるところにより設置された

ものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故

等対処設備が設置される重

大事故等対処施設 基準地

震動による地震力に対して

重大事故に至るおそれがあ

る事故 (設計基準事故を除

く。) 又は重大事故 (以下

「重大事故等」と総称す

る。) に対処するために必

要な機能が損なわれるおそ

れがないものであること。 

耐⑧⑩⑪⑫⑬ 

3. 自然現象

3.1 地震による損傷の防止

3.1.1 安全機能を有する施設及び重大事故

等対処施設の耐震設計

MOX 燃料加工施設の耐震設計は，「加

工施設の技術基準に関する規則」第 6条

及び第 27 条（地震による損傷の防止）に

適合するように，以下の項目に基づいた

設計とする。耐①②⑧⑨ 

(1) 耐震設計の基本方針

a. 安全機能を有する施設は，地震力

に十分耐えることができる設計と

し，具体的には，地震により発生す

るおそれがある安全機能の喪失及び

それに続く放射線による公衆への影

響を防止する観点から，施設の安全

機能が喪失した場合の影響の相対的

な程度（以下「耐震重要度」とい

う。）に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とする。耐①-1，2

(ホ) 耐震構造

MOX燃料加工施設は，次の方針に

基づき耐震設計を行い，事業許可

基準規則に適合するように設計す

る。耐□1  

 

 

(１) 安全機能を有する施設の耐震設計

① 安全機能を有する施設は，地震力

に対して十分に耐えることができる

構造とする。耐□4

 

 

 

 

(５) 地震による損傷の防止

MOX燃料加工施設の耐震設計は，

事業許可基準規則に適合するよう

に，「イ．(ロ) (５)① 安全機能

を有する施設の耐震設計」に基づ

き設計する。耐◇1  

① 安全機能を有する施設の耐震設計

ａ．安全機能を有する施設の耐震設計

の基本方針 

(ａ) 安全機能を有する施設は，地

震力に十分に耐えることができる

ように設計する。耐①-1

(ｂ) 安全機能を有する施設は，地

震により発生するおそれがある安

全機能の喪失及びそれに続く放射

線による公衆への影響を防止する

観点から，耐震重要度に応じてＳ

クラス，Ｂクラス及びＣクラスに

分類し，それぞれの耐震重要度に

応じた地震力に十分耐えることが

できるように設計する。耐①-2，

③-1

2. 自然現象

2.1 地震による損傷の防止

2.1.1 耐震設計

(1) 耐震設計の基本方針

耐震設計は，以下の項目に従って行う。

2.1.1(1) a. 耐震重要施設は，その供用中

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震（設置（変更）許可

を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地

震動Ｓｓ」という。））による加速度に

よって作用する地震力に対して，その安

全機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

 重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

2.1.1(1) b. 設計基準対象施設は，地震に

より発生するおそれがある安全機能の喪

失（地震に伴って発生するおそれがある

津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機

能の喪失を含む。）及びそれに続く放射

線による公衆への影響を防止する観点か

ら，各施設の安全機能が喪失した場合の

影響の相対的な程度（以下「耐震重要

度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂ

クラス又はＣクラスに分類（以下「耐震

重要度分類」という。）し，それぞれに

応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。

 

 

耐③-1（P7 へ） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

規則適合させるための設計方針を記載。 

：精査中の事項 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

下線：基本設計方針における許可の記載からの内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所

紫字：ＳＡ設備に関する記載 

 ：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更事項等 

  ：他条文から展開した記載 

【凡例】 

【許可からの変更点等】 

文末表現を設計のあり方を示す表現として「～

設計とする」との記載に修正（以下同様） 

①（P3）へ

②（P5）へ

③（P7）へ
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二 常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設 事

業許可基準規則第七条第二

項の規定により算定する地

震力に十分に耐えるもので

あること。耐⑨⑩⑪⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，

安全機能を有する施設の耐震設計に

おける動的地震力又は静的地震力に

対する設計方針を踏襲し，重大事故

等対処施設の構造上の特徴，重大事

故等の状態で施設に作用する荷重等

を考慮し，適用する地震力に対して

重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないこと

を目的として，耐震設計を行う。耐

⑧-1，⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

(２) 重大事故等対処施設の耐震設計 

重大事故等対処施設について，

安全機能を有する施設の耐震設計

における動的地震力又は静的地震

力に対する設計方針を踏襲し，重

大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等時における運転状

態及び重大事故等の状態で施設に

作用する荷重等を考慮し，適用す

る地震力に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的とし

て，以下の項目に従って耐震設計

を行う。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

② 重大事故等対処施設の耐震設計 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の

基本方針 

重大事故等対処施設については，安

全機能を有する施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する

設計方針を踏襲し，重大事故等対処施

設の構造上の特徴，重大事故等の状態

で施設に作用する荷重等を考慮し，適

用する地震力に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないことを目的として，以下

のとおり耐震設計を行う。耐⑧-1，⑨

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，施設

の各設備が有する重大事故等に対処する

ために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。），常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。）及び可搬型重大事

故等対処設備に分類する。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に十分に耐

えることができる設計とする。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設と常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の両方

に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

するものとする。 

なお，特定重大事故等対処施設に該当

する施設は本申請の対象外である。 

 

2.1.1(1) c. 建物・構築物とは，建物，構

築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とす

る。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震

安全上重要な機器・配管系の間接支持機

能，若しくは非常用における海水の通水

機能を求められる土木構造物をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の相違による発電

炉との記載の相違であり，MOX 燃料加

工施設では、技術基準規則において常

設耐震重大事故防止設備、常設重大事

故緩和設備、各々が設置される重大事

故等対処施設の両方に属する重大事故

等対処施設及び特定重大事故等対処施

設の分類がなく該当しないため記載し

ない。 

⑤（P6）へ 

⑥（P6）へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉との記載の相違であ

り，重大事故等対処施設の耐震

設計についての冒頭宣言を事業

変更許可申請書に合わせて記

載。 

【「等」の解説】 

「荷重等」の示す内容は，地震力，

積雪荷重，風荷重などであり，「(4)

ｂ．荷重の種類」で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

④（P13）へ 
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b. Ｓクラスの安全機能を有する施設は，

その供用中に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震動（事業変更許可を受けた基

準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」とい

う。））による地震力に対してその安全

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。また，Ｓクラスの安全機能を有する

施設は，事業変更許可を受けた弾性設計

用地震動（以下「弾性設計用地震動Ｓ

ｄ」という。）による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。耐①-3，②-1 

④ Ｓクラスの施設は，基準地震動

による地震力に対してその安全機

能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。耐□4

(ｃ) Ｓクラスの安全機能を有する施

設は，基準地震動による地震力に

対してその安全機能が損なわれる

おそれがないように設計する。ま

た，Ｓクラスの安全機能を有する

施設は，弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐える

ように設計する。耐①-3，②-1 

2.1.1(1) d. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対してその安全機能が保持で

きる設計とする。 

2.1.1(1) a. 耐震重要施設は，その供用中に当該耐

震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震

（設置（変更）許可を受けた基準地震動Ｓｓ（以下

「基準地震動Ｓｓ」という。））による加速度によ

って作用する地震力に対して，その安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

2.1.1(1) d. 
(中略) 

また，設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動

Ｓｄ（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）に

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地

震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐

えられる設計とする。

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

に対して十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対してその設備に要求され

る機能を保持する設計とする。なお，動

的機能が要求される機器については，当

該機器の構造，動作原理等を考慮した評

価を行い，既往の研究等で機能維持の確

認がなされた機能確認済加速度等を超え

ていないことを確認する。 

また，設置（変更）許可を受けた弾性

設計用地震動Ｓｄ（以下「弾性設計用地

震動Ｓｄ」という。）による地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力

に対して，おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

建物・構築物については，発生する応

力に対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，応答が全体

的におおむね弾性状態に留まる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設工認段階として，事業変更許

可を受けた基準地震動を「基準

地震動Ｓｓ」，弾性設計用地震

動を「弾性設計用地震動Ｓｄ」

とする旨，発電炉と同様に定義

を記載した。（以下同様） 

⑨から

⑦（P42）へ

⑧（P45）へ

⑨へ

⑩（P41）へ

⑪（P45）へ

①（P1）から
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常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設（特定重大事故等対処施設

を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

 

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

 

機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対して，その設備に要求さ

れる機能を保持する設計とする。なお，

動的機能が要求される機器については，

当該機器の構造，動作原理等を考慮した

評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認する。 

 

2.1.1(1) e. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）について，静的地震力

は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとす

る。 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動Ｓｓ

及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は水平 2 方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するものとする。 

 

2.1.1(1) f. 屋外重要土木構造物，津波防

護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びに浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，構造物全体

として変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有するとともに，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能

が保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮（P19）へ 

⑯（P23）へ 

⑭（P45）へ 

⑬（P42）へ 

⑰（P44）へ 

⑫（P5）へ 
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c. Ｂクラス及びＣクラスの安全機能

を有する施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で

耐えられる設計とする。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のう

ち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行

う。その場合，検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の

１を乗じたものとする。耐①-4

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。耐⑧-2

e. 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設は，代

替する機能を有する安全機能を有す

る施設が属する耐震重要度に適用さ

れる地震力に十分耐えることができ

る設計とする。耐⑨-2

【25 条】 

③ 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。耐□4

 

 

 

 

④ 常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

は，代替する機能を有する安全機

能を有する施設が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震

力に十分に耐えることができるよ

うに設計する。

なお，Ｂクラス施設の機能を代

替する常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設のうち，共振のおそれのある

施設については，弾性設計用地震

動に２分の１を乗じた地震動によ

りその影響についての検討を行

う。 

(ｄ) Ｂクラス及びＣクラスの安全機

能を有する施設は，静的地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えるように設計する。 

また，Ｂクラスの安全機能を有

する施設のうち，共振のおそれの

ある施設については，その影響に

ついての検討を行う。その場合，

検討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動に２分の１を乗じたもの

とする。耐①-4 

【25 条】 

(ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に

対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。耐⑧-2 

 

 

 

 

 (ｃ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，代替する機能を有する安全

機能を有する施設が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される地

震力に対し十分に耐えることがで

きるように設計する。耐⑨-2 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

2.1.1(1) g. Ｂクラスの施設は，静的地震

力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

また，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。

その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたも

のとする。当該地震動による地震力は，

水平 2 方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。 
2.1.1(1) a. 

 (中略) 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない設計とする。 

2.1.1(1) d. 
(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大

事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類のクラスに適用さ

れる地震力に対して，おおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

2.1.1(1) b. 

(中略)

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く。）は，代替する機能を有する設計基準事故対

処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用され

る地震力に十分に耐えることができる設計とする。

 

 

⑱（P23）へ

②（P1）から

⑫（P4）から

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の

相違による発電炉との

記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，技術基準規則にお

いて常設耐震重要重大

事故防止設備及び重大

事故緩和設備，特定重

大事故等対処施設の分

類がないため記載しな

い。このため，常設耐

震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故

防止設備が設置される

重大事故等対処施設と

再処理施設の常設耐震

重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故

等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設

とを比較する。（以下

同様） 

⑤（P2）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の相違による発電炉との記載の相違であり，MOX 燃料加工施設では，技術基準規則におい

て常設耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和設備，特定重大事故等対処施設の分類がないため記載しな

い。このため，常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設と MOX 燃料加工施設の常設耐

震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設とを比較する。（以下同様） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

その他の理由による相違であり，MOX 燃料

加工施設では，重大事故等対象施設に分

類される屋外重要土木構造物（洞道）は

ないため記載しない。 

【許可からの変更点等】 

「重要度の区分」「重要度分類

のクラス」等は図書内で「重要

度」に統一した。（以下同様） 
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 また，代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設

計における耐震重要度の分類の方針

に基づき，重大事故等対処時の使用

条件を踏まえて，当該設備の機能喪

失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類し，その地震力

に対し十分に耐えることができる設

計とする。耐⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物・構築物とは，建物，屋外重

要土木構造物(洞道)の総称とする。

なお，屋外重要土木構造物（洞道）

とは，耐震安全上重要な機器・配管

系の間接支持機能，若しくは遮蔽性

の維持を求められる土木構造物をい

う。耐①② 

 

 

 

 

 

～中略～ また，代替する安全

機能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備は，安全機能を有

する施設の耐震設計における耐震

重要度の分類方針に基づき，重大

事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放

射線による公衆への影響の程度に

応じて分類し，その地震力に対し

十分に耐えることができるように

設計する。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故等対処

設備は，安全機能を有する施設の

耐震設計における耐震重要度の分

類方針に基づき，重大事故等対処

時の使用条件を踏まえて，当該設

備の機能喪失により放射線による

公衆への影響の程度に応じて分類

し，その地震力に対し十分に耐え

ることができるように設計する。

耐⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) h. 耐震重要施設及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設が，それ以外の発電所内にある施設

（資機材等含む。）の波及的影響によっ

て，その安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

 

2.1.1(1) i. 可搬型重大事故等対処設備に

ついては，地震による周辺斜面の崩壊等

の影響を受けないように「5.1.5 環境条

件等」に基づく設計とする。 

2.1.1(1) j. 緊急時対策所建屋の耐震設計

の基本方針については，「(6) 緊急時対

策所建屋」に示す。 

2.1.1(1) k. 耐震重要施設については，地

盤変状が生じた場合においても，その安

全機能が損なわれないよう，適切な対策

を講ずる設計とする。常設耐震重要重大

事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設につい

ては，地盤変状が生じた場合において

も，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な対策を講ずる設計とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させ

ることを仮定した場合においても，支持

機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

 
2.1.1(1) c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び

土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木

構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要

な機器・配管系の間接支持機能，若しくは非常用に

おける海水の通水機能を求められる土木構造物をい

う。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設設計（設計思想）の相違による発電

炉との記載の相違であり，MOX 燃料加工

施設では周辺地盤の液状化おそれがある

施設については、液状化の影響を考慮す

るものとし、液状化特性は、敷地地盤の

試験結果に基づき、ばらつき及び不確実

性を考慮した上で設定する。周辺地盤を

強制的に液状化させることを仮定した設

計は行わない。 

⑳（P52）へ 

㉑（P51）へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設特有の設計による

発電炉との記載の相違であり，事業

変更許可申請に記載の設計上の考慮

として、代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対処設備

について記載する。 

⑥（P2）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

その他の理由による相違であり，

MOX 燃料加工施設では屋外重要土木

構造物のみであることから，MOX 燃

料加工施設における施設区分に合わ

せて記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，MOX 燃料加工施設

における施設区分に合わせて記載する。 

⑲（P48）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設にお

いては可搬型重大事故

等対処施設については

「30 条（重大事故等対

処設備）」にて記載 

【許可からの変更点等】 

発電炉では施設区分の説明を記

載していることを踏まえ，施設

区分を明確化するため再処理施

設の施設区分を追記。 
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(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事

故等対処設備の設備分類 

a. 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設は，地震発

生によって生ずるおそれがある安全

機能を有する施設の安全機能の喪失

及びそれに続く放射線による公衆へ

の影響の観点から，耐震設計上の重

要度を以下のとおりＳクラス，Ｂク

ラス及びＣクラスに分類する方針と

する。耐③-1，2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 安全機能を有する施設は，地震

の発生によって生ずるおそれがあ

る安全機能を有する施設の安全機

能の喪失及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響の観点から，耐

震設計上の重要度をＳクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスに分類し，そ

れぞれの重要度に応じた地震力に

十分に耐えることができるように

設計する。耐③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．耐震設計上の重要度分類 

 

 

安全機能を有する施設の耐震設計上

の重要度を，事業許可基準規則に基づ

き，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

に分類する方針とする。耐③-2 

また，平成22年５月13日付け平成

17・04・20原第18号をもって加工の事

業の許可を受けた「核燃料物質加工事

業許可申請書（MOX燃料加工施設）」

の本文及び添付書類（以下「旧申請

書」という。）において耐震重要度分

類を示した施設のうち，以下の施設に

ついては，安全上重要な施設の見直

し，設計基準事故に対処するための設

備の信頼性向上及び自主的な安全性向

上の観点から，当該設備に求められる

安全機能の重要度に応じたクラスに分

類するものとして，耐震重要度分類を

見直す。 

なお，分析設備，消火設備等，旧申

請書において主要設備としての具体的

な記載がなかった設備については，記

載を明確にする。 

均一化混合装置は，装置全体をグロ

ーブボックス内へ収納することとし，

安全上重要な施設としての閉じ込め機

能はグローブボックスが担うこととな

ったため，旧申請書でＳクラスとして

いたものをＢクラスとする。 

排ガス処理装置グローブボックス

(上部)は，排ガス処理装置からの排ガ

スが当該グローブボックスに流入し得

る構造であることから安全上重要な施

設に選定したため，旧申請書でＢクラ

スとしていたものをＳクラスとする。 

小規模焼結炉排ガス処理装置グロー

ブボックスは，小規模焼結炉排ガス処

理装置からの排ガスが当該グローブボ

ックスに流入し得る構造であることか

ら安全上重要な施設に選定したため，

旧申請書でＢクラスとしていたものを

Ｓクラスとする。 

グローブボックス排気設備は，安全

上重要な施設の範囲を見直したことか

ら，旧申請書でＢクラスとしていた安

全上重要な施設のグローブボックスの

給気側のうち，グローブボックスの閉

じ込め機能維持に必要な範囲をＳクラ

スとする。 

工程室排気設備は，設計基準事故時

の評価で機能を期待する範囲を見直し

たことから，旧申請書でＣクラスとし

ていた安全上重要な施設のグローブボ

(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処

施設の設備分類 

2.1.1(2)a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要度を以下

のとおり分類する。 

 

 
2.1.1(1) b. 

設計基準対象施設は，地震により発生するおそ

れがある安全機能の喪失（地震に伴って発生

するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等

による安全機能の喪失を含む。）及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観

点から，各施設の安全機能が喪失した場合の

影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」と

いう。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又は

Ｃクラスに分類（以下「耐震重要度分類」と

いう。）（中略）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P1）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉との記載の相違であり，MOX 燃料加工施

設では，事業変更許可申請書において，

敷地に到達する津波はないこと，また耐

震重要施設又は常設耐震重要重大事故等

対処施設の周辺に崩壊を起こすおそれの

ある斜面がないことを記載しているた

め，当該事項に係る内容は記載していな

い。 
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ックス等を設置する工程室から工程室

排気フィルタユニットまでの範囲及び

工程室排気フィルタユニットをＳクラ

スとする。 

グローブボックスのうち，MOX粉末

を取り扱う主要なグローブボックス

は，グローブボックスが複数の部屋を

またいで連結した構造となっている

MOX燃料加工施設の特徴を考慮し，旧

申請書でＢクラスとしていたものをＳ

クラスとする。 

小規模焼結処理装置は，閉じ込め機

能が喪失した場合でも公衆に過度の放

射線被ばくを及ぼすおそれはないが，

水素・アルゴン混合ガスによる爆発を

防止するため，旧申請書でＢ＊クラス

としていたが，グロ一ブボックスと同

等の閉じ込め機能を必要とする設備で

あることから，安全性向上の観点でＳ

クラスとする（「Ｂ＊」は，混合ガス

による爆発を防止するため，直接支持

構造物を含めて構造強度上Ｓクラスと

し，間接支持構造物の支持機能を基準

地震動による地震力により確認するこ

とを示す。）。 

また，小規模焼結処理装置をＳクラ

スとすることから，旧申請書でＢクラ

スとしていた小規模焼結炉排ガス処理

装置もＳクラスとする。 

水素・アルゴン混合ガス設備の混合

ガス水素濃度高による混合ガス供給停

止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁

（焼結炉系，小規模焼結処理系）は，

仮に故障しても直接的に水素爆発に至

らないため旧申請書でＣクラスとして

いたが，安全性向上の観点でＳクラス

とする。 

グローブボックス排気設備のうち，

旧申請書でＣクラスとしていた「Ｂク

ラスのグローブボックスの給気側のう

ち，フィルタまでの範囲」は，接続さ

れるグローブボックスと同様のＢクラ

スとする。 

MOX粉末を露出した状態で取り扱う

グローブボックスについては，窒素雰

囲気で運転を行うことで，火災の発生

防止に期待ができる設計とするため，

窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグロ

ーブボックスを循環する経路について

は，基準地震動による地震力に対して

その機能を保持する設計とする。耐◇3  
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(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に放

散する可能性のある施設，放射性物質

を外部に放散する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び放射性

物質が外部に放散される事故発生の際

に外部に放散される放射性物質による

影響を低減させるために必要となる施

設であって，環境への影響が大きいも

のであり，次の施設を含む。耐③-3 

 

① MOX を非密封で取り扱う設備・機

器を収納するグローブボックス等

であって，その破損による公衆へ

の放射線の影響が大きい施設耐③

-6 

② 上記①に関連する設備・機器で放

射性物質の外部への放散を抑制す

るための設備・機器耐③-7 

③ 上記①及び②の設備・機器の機能

を確保するために必要な施設耐③

-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能

喪失した場合の影響がＳクラスに属す

る施設と比べ小さい施設であり，次の

施設を含む。耐③-4 

 

① 核燃料物質を取り扱う設備・機器

又は MOX を非密封で取り扱う設

備・機器を収納するグローブボッ

クス等であって，その破損による

公衆への放射線の影響が比較的小

さいもの（ただし，核燃料物質が

少ないか又は収納方式によりその

破損による公衆への放射線の影響

が十分小さいものは除く。）耐③

-9 

③ 放射性物質の放出を伴うような場

合に、その外部放散を抑制するた

 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質

を内蔵している施設，当該施設に直

接関係しておりその機能喪失により

放射性物質を外部に放散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放

散する可能性のある事態を防止する

ために必要な施設及び放射性物質が

外部に放散される事故発生の際に外

部に放散される放射性物質による影

響を低減させるために必要となる施

設であって，環境への影響が大きい

もの。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設：安全機能を有す

る施設のうち，機能喪失した場合の

影響がＳクラスに属する施設と比べ

小さい施設。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 耐震重要度による分類 

ⅰ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している

施設，当該施設に直接関係してお

りその機能喪失により放射性物質

を外部に放散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放散する

可能性のある事態を防止するため

に必要な施設及び放射性物質が外

部に放散される事故発生の際に外

部に放散される放射性物質による

影響を低減させるために必要とな

る施設であって，環境への影響が

大きいもの。耐③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，

機能喪失した場合の影響がＳクラ

スに属する施設と比べ小さい施

設。耐③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)a.(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象

に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却

するために必要な機能を持つ施設，自ら

放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に拡散する可能性の

ある施設，これらの施設の機能喪失によ

り事故に至った場合の影響を緩和し，放

射線による公衆への影響を軽減するため

に必要な機能を持つ施設及びこれらの重

要な安全機能を支援するために必要とな

る施設，並びに地震に伴って発生するお

それがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の

施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器・配管系 

・使用済燃料を貯蔵するための施設 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の

反応度を付加するための施設，及び原子

炉の停止状態を維持するための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去

するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

後，炉心から崩壊熱を除去するための施

設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

の際に，圧力障壁となり放射性物質の放

散を直接防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うような事故の

際に，その外部放散を抑制するための施

設であり，上記の「放射性物質の放散を

直接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止設備 

・津波監視設備 

2.1.1(2)a.(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪

失した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さい施設であり，次の施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接

続されていて，1 次冷却材を内蔵してい

るか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（た

だし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式によ

り，その破損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省

令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規

定する「周辺監視区域」外における年間

の線量限度に比べ十分小さいものは除

く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連

した施設で，その破損により，公衆及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-6,7(P10 から) 

 

 

 

 

耐③-7,8(P11 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-9(P12 から) 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，津波防護

施設等については，MOX燃料加工施設で

は，津波の影響がないことから，設計

上考慮する必要がないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令

の相違による発電炉

との記載の相違であ

り，MOX 燃料加工施設

では、炉心冷却機能

の要求がないため記

載しない。 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

(ロ)(5)①b.に纏めて記載していた内容

を発電炉の記載を踏まえ事業許可基準

規則の項目に合わせた記載とした 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，津波防護施設

等については，MOX

燃料加工施設では，

津波の影響がないこ

と設計上考慮する必

要がないため記載し

ない。 
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めの施設で、Ｓクラスに属さない

施設耐③-10 

 

 

 

 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラス

に属する施設以外の一般産業施設又は

公共施設と同等の安全性が要求される

施設。耐③-5 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施

設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢク

ラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される施設。耐③-5 

(ｂ) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類に

よるクラス別施設を以下に示す。

耐◇3  

ⅰ．Ｓクラスの施設 

(ⅰ) MOXを非密封で取り扱う設

備・機器を収納するグローブ

ボックス等であって，その破

損による公衆への放射線の影

響が大きい施設 耐③-6 

(ⅰ)-１ 粉末調整工程のグローブボ

ックス 

(ⅰ)-２ ペレット加工工程のグロー

ブボックス（排ガス処理装置

グローブボックス（下部），

ペレット立会検査装置グロー

ブボックス及び一部のペレッ

ト保管容器搬送装置を収納す

る グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス を 除

く。） 

(ⅰ)-３ 焼結設備のうち，以下の設

備・機器 

(ⅰ)-３-１ 焼結炉（焼結炉内部温

度高による過加熱防止回路を

含む。） 

(ⅰ)-３-２ 排ガス処理装置 

(ⅰ)-４ 貯蔵施設のグローブボック

ス 

(ⅰ)-５ 小規模試験設備のグローブ

ボックス 

(ⅰ)-６ 小規模試験設備のうち，以

下の設備・機器 

(ⅰ)-６-１ 小規模焼結処理装置

（小規模焼結処理装置内部温

度高による過加熱防止回路及

び小規模焼結処理装置への冷

却水流量低による加熱停止回

路を含む。） 

(ⅰ)-６-２ 小規模焼結炉排ガス処

理装置 耐◇3  

(ⅱ) 上記(ⅰ)に関連する設備・機

器で放射性物質の外部への放

散を抑制するための設備・機

従事者に過大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合

に，その外部放散を抑制するための施設

で，Ｓクラスに属さない施設 

 

2.1.1(2)a.(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに

属する施設以外の一般産業施設又は公共

施設と同等の安全性が要求される施設で

ある。 

 

上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1 

表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構

造物の支持機能が維持されることを確認

する地震動及び波及的影響を考慮すべき

施設に適用する地震動についても併記す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-10(P12 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-6(P９へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-7(P９へ) 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

具体の設備に係る部分は添付書類「Ⅲ－１－

１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設

の設備分類の基本方針」にて記載するため，

設工認本文においてはクラス別施設について

の基本的な考え方を記載する。 
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器 耐③-7 

(ⅱ)-１ グローブボックス排気設備

のうち，以下の設備・機器 

(ⅱ)-１-１ 安全上重要な施設のグ

ローブボックスからグローブ

ボックス排風機までの範囲及

び安全上重要な施設のグロー

ブボックスの給気側のうち，

グローブボックスの閉じ込め

機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以

下のダクトの取合いは，手動

ダンパ又は弁の設置によりＢ

クラス以下の排気設備の破損

によってＳクラスの排気設備

に影響を与えないように設計

する。 

(ⅱ)-１-２ グローブボックス排気

フィルタ（安全上重要な施設

のグローブボックスに付随す

るもの。） 

(ⅱ)-１-３ グローブボックス排気

フィルタユニット 

(ⅱ)-１-４ グローブボックス排風

機（排気機能の維持に必要な

回路を含む。） 

(ⅱ)-２ 工程室排気設備のうち，以

下の設備・機器 

(ⅱ)-２-１ 安全上重要な施設のグ

ローブボックス等を設置する

工程室から工程室排気フィル

タユニットまでの範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以

下のダクトの取合いは，手動

ダンパの設置によりＢクラス

以下の排気設備の破損によっ

てＳクラスの排気設備に影響

を与えないように設計する。 

(ⅱ)-２-２ 工程室排気フィルタユ

ニット 耐◇3  

(ⅲ) 上記(ⅰ)及び(ⅱ)の設備・機

器の機能を確保するために必

要な施設 耐③-8 

(ⅲ)-１ 非常用所内電源設備のう

ち，以下の設備・機器 

(ⅲ)-１-１ 非常用発電機（発電機

能を維持するために必要な範

囲） 

(ⅲ)-１-２ 非常用直流電源設備 

(ⅲ)-１-３ 非常用無停電電源装置 

(ⅲ)-１-４ 高圧母線及び低圧母線 

耐◇3  

(ⅳ) その他の施設 

(ⅳ)-１ 火災防護設備のうち，以

下の設備・機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐③-8(P９へ) 
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(ⅳ)-１-１ グローブボックス温度

監視装置 

(ⅳ)-１-２ グローブボックス消火

装置（安全上重要な施設のグ

ローブボックスの消火に関す

る範囲）

(ⅳ)-１-３ 延焼防止ダンパ（安全

上重要な施設のグローブボッ

クスの排気系に設置するも

の。）

(ⅳ)-１-４ ピストンダンパ（安全

上重要な施設のグローブボッ

クスの給気系に設置するも

の。）

(ⅳ)-２ 水素・アルゴン混合ガス

設備の混合ガス水素濃度高に

よる混合ガス供給停止回路及

び混合ガス濃度異常遮断弁

（焼結炉系，小規模焼結処理

系） 耐◇3  

ⅱ．Ｂクラスの施設 

(ⅰ) 核燃料物質を取り扱う設備・

機器又はMOXを非密封で取り扱

う設備・機器を収納するグロ

ーブボックス等であって，そ

の破損による公衆への放射線

の影響が比較的小さいもの

（ただし，核燃料物質が少な

いか又は収納方式によりその

破損による公衆への放射線の

影響が十分小さいものは除

く。）耐③-9 

(ⅰ)-１ MOXを取り扱う設備・機器

（ただし，放射性物質の環境

への放散のおそれのない装置

類又は内蔵量の非常に小さい

装置類を除く。） 

(ⅰ)-２ 原料ウラン粉末を貯蔵する

ウラン貯蔵棚

(ⅰ)-３ Ｓクラスのグローブボック

ス以外のグローブボックス

（ただし，選別・保管設備及

び燃料棒加工工程の一部のグ

ローブボックスを除く。）

耐◇3

(ⅱ) 放射性物質の外部への放散を

抑制するための設備・機器で

あってＳクラス以外の設備・

機器 耐③-10 

(ⅱ)-１ グローブボックス排気設備

のうち，Ｂクラスのグローブ

ボックス等からＳクラスのグ

ローブボックス排気設備に接

続するまでの範囲及びＢクラ

耐③-9(P10 へ) 

耐③-10(P９へ) 
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b. 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，各設備

が有する重大事故等に対処するために必

要な機能及び設置状態を踏まえて，常設

重大事故等対処設備を以下の設備分類に

応じた設計とする。耐⑩-1，4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事

故及び重大事故が発生した場合に

おいて，対処するために必要な機

能を有する設備であって常設のも

の。耐⑩-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

① 重大事故等対処施設について，

施設の各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえて，以下の設備

分類に応じて設計する。 耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スのグローブボックスの給気

側のうち，フィルタまでの範

囲 

(ⅱ)-２ 窒素循環設備のうち，以下

の設備・機器 

(ⅱ)-２-１ 窒素循環ダクトのう

ち，窒素雰囲気型グローブボ

ックス（窒素循環型）を循環

する経路 

(ⅱ)-２-２ 窒素循環ファン 耐◇3  

(ⅲ) その他の施設 

(ⅲ)-１ 燃料加工建屋及び貯蔵容器

搬送用洞道の主要なコンクリ

ート遮蔽 耐◇3  

ⅲ．Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属

さない施設 耐◇3  

【25 条】 

(ａ) 重大事故等対処施設について，

施設の各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえて，以下の設備

分類に応じて設計する。耐⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)b. 重大事故等対処施設の設備分

類 

重大事故等対処施設について，施設の

各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，以下の設備分類に応じて設計する。 

 

 
2.1.1(1) b. 

(中略) 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が

有する重大事故等に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設，常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。），常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く。）及び可搬型重大事故等対処設備に分類す

る。 

 

 

 

2.1.1(2)b.(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合

であって，設計基準事故対処設備の安全

機能又は使用済燃料プールの冷却機能若

しくは注水機能が喪失した場合におい

て，その喪失した機能（重大事故に至る

おそれがある事故に対処するために必要

な機能に限る。）を代替することにより

重大事故の発生を防止する機能を有する

設備であって常設のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑩-4(P14 から) 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑩-4(P14 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④（P２）から （発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の相違による発

電炉との記載の相違であり，MOX 燃

料加工施設では，技術基準規則にお

いて常設耐震重要重大事故防止設備

及び重大事故緩和設備，特定重大事

故等対処施設の分類がないため記載

しない。また，可搬型重大事故等対

処設備は 30 条（重大事故等対処設

備）にて記載。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の相違による発電炉との

記載の相違であり，規則における定義に合わ

せて記載する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
イ．常設耐震重要重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって，

安全機能を有する施設のうち，地震の

発生によって生ずるおそれがあるその

安全機能の喪失に起因する，放射線に

よる公衆への影響の程度が特に大きい

施設（以下「耐震重要施設」とい

う。）に属する安全機能を有する施設

が有する機能を代替するもの。耐⑩-

2，4 

ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって，

上記イ．以外のもの。耐⑩-3，4 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設

備 

常設重大事故等対処設備であ

って，耐震重要施設に属する設

計基準事故に対処するための設

備が有する機能を代替するも

の。耐□4  

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であ

って，上記ａ．以外のもの。耐

□4  

ⅰ．常設耐震重要重大事故等対処設

備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設に属する設計基

準事故に対処するための設備が有

する機能を代替するもの。耐⑩-2 

ⅱ．常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，上記ⅰ．以外のもの。耐⑩-3 

ｂ．重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設につい

て，施設の各設備が有する重大

事故等に対処するために必要な

機能及び設置状態を踏まえて，

以下の区分に分類する。耐□4  

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事

故及び重大事故が発生した場合に

おいて，対処するために必要な機

能を有する設備であって常設のも

の。耐⑩-4 

ⅰ．常設耐震重要重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であ

って，耐震重要施設（Ｓクラス

に属する施設）に属する安全機

能を有する施設が有する機能を

代替するもの。 

ⅱ．常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，上記ⅰ．以外のもの。耐⑩-4 

上記に基づく重大事故等対処施設

の設備分類について添５第12表に示

す。 

なお，添５第12表には，重大事故

等対処設備を支持する建物・構築物

の支持機能が損なわれないことを確

認する地震力についても併記する。

耐◇8  

(ｃ) 耐震重要度分類上の留意事項 

ⅰ．MOX燃料加工施設の安全機能

は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割をもつ

もの及び支持構造物等の間接的な

施設を含めて健全性を保持する観

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故防止設備であって，耐震

重要施設に属する設計基準事故対処設備

が有する機能を代替するもの 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備

常設重大事故防止設備であって，イ.以

外のもの 

2.1.1(2)b.(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備であって常設

のもの 

2.1.1(2)b.(c) 可搬型重大事故等対処設

備 

重大事故等対処設備であって可搬型の

もの 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価

を行う主要設備の設備分類について，第

2.1.2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑩-4(P13 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の違いによ

る発電炉との記載の

相違であり，MOX 燃料

加工施設では、技術

基準規則において常

設重大事故緩和設備

の分類がなく該当し

ないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

具体の設備に係る部分は添付書類「Ⅲ 

－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等

対処施設の設備分類の基本方針」にて記載

するため，設工認本文においては設備分類

についての基本的な考え方を記載する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設にお

いては可搬型重大事故

等対処施設について

「30 条（重大事故等対

処設備）」にて記載 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
点で，これらを主要設備等，補助

設備，直接支持構造物，間接支持

構造物及び波及的影響を検討すべ

き設備に区分する。耐◇3  

安全上要求される同一の機能上

の分類に属する主要設備等，補助

設備及び直接支持構造物について

は同一の耐震重要度とするが，間

接支持構造物の支持機能及び波及

的影響の評価については，それぞ

れ関連する設備の耐震設計に適用

される地震動に対して安全上支障

がないことを確認する。耐◇3◇9  

ⅱ．燃料加工建屋の耐震設計につい

て，弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力に対しておおむね弾

性範囲に留まるとともに，基準地

震動による地震力に対して構造物

全体として変形能力について十分

な余裕を有するように設計する。

耐◇7  

ⅲ．一時保管ピット，原料MOX粉末

缶一時保管装置，粉末一時保管装

置，ペレット一時保管棚，スクラ

ップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵

棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体

貯蔵チャンネルは，核燃料物質を

取り扱うという観点からＢクラス

とする。また，容器等が相互に影

響を与えないようにするために，

基準地震動による地震力に対して

過度な変形等が生じないよう十分

な構造強度を持たせる設計とす

る。耐◇1◇3  

ⅳ．上位の分類に属する設備と下位

の分類に属する設備間で液体状の

放射性物質を移送するための配管

及びサンプリング配管のうち，明

らかに取扱量が少ない配管は，設

備のバウンダリを構成している範

囲を除き，下位の分類とする。耐

◇3  

ⅴ．安全上重要な施設として選定す

る構築物は，Ｓクラスとする。 

具体的には，原料受払室，原料

受払室前室，粉末調整第１室，粉

末調整第２室，粉末調整第３室，

粉末調整第４室，粉末調整第５

室，粉末調整第６室，粉末調整第

７室，粉末調整室前室，粉末一時

保管室，点検第１室，点検第２

室，ペレット加工第１室，ペレッ

ト加工第２室，ペレット加工第３

室，ペレット加工第４室，ペレッ
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ト加工室前室，ペレット一時保管

室，ペレット・スクラップ貯蔵

室，点検第３室，点検第4室，現

場監視第１室，現場監視第２室，

スクラップ処理室，スクラップ処

理室前室及び分析第３室で構成す

る区域の境界の壁及び床（以下

「安全上重要な施設として選定す

る構築物」という。）をＳクラス

とする。耐◇1 ◇3  

ⅵ．貯蔵施設を取り囲む壁，天井及

びこれらと接続している柱，梁並

びに地上１階以上の外壁は，遮蔽

機能を有するためＢクラスとす

る。耐◇1◇3  

ⅶ．工程室の耐震壁の開口部周辺

が，弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力に対して，弾性範囲

を超える場合であっても，排気設

備との組合せで，閉じ込め機能を

確保できることからこれを許容す

る。耐◇1◇3  

ⅷ．貯蔵容器搬送用洞道の主要なコ

ンクリート遮蔽は，Ｂクラスとす

る。耐◇1◇3  

ⅸ．溢水防護設備は，地震及び地震

を起因として発生する溢水によっ

て安全機能を有する施設のうち，

MOX燃料加工施設内部で想定され

る溢水に対して，臨界防止，閉じ

込め等の安全機能を維持するため

に必要な設備（以下「溢水防護対

象設備」という。）の安全機能が

損なわれない設計とする。耐◇6  

ⅹ．窒素循環設備のうち，Ｓクラス

のグローブボックスを循環する経

路については，基準地震動による

地震力に対してその機能を保持す

る設計とする。耐◇1 ◇3  

上記に基づくクラス別施設を添５

第11表に示す。耐◇3  
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③ 安全機能を有する施設は，耐震

設計上の重要度に応じた地震力が

作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置する。

耐□2  

 

ｃ．基礎地盤の支持性能 

(ａ) 安全機能を有する施設は，耐震

設計上の重要度に応じた地震力が

作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置する。

耐◇2  

 

(ｂ) 建物・構築物を設置する地盤の

支持性能については，基準地震動

又は静的地震力により生ずる施設

の基礎地盤の接地圧が，安全上適

切と認められる規格及び基準に基

づく許容限界に対して，妥当な安

全余裕を有するよう設計する。耐

◇2  

 

【25 条】 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の

基本方針 

(ｅ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設については，基準地震動による

地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対

処施設については，代替する機能

を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに

適用される地震力が作用した場合

においても，接地圧に対する十分

な支持力を有する地盤に設置す

る。耐◇10 

 

ｄ．荷重の組合せと許容限界 

(ｄ)許容限界 

ⅲ．基礎地盤の支持性能 

建物・構築物が設置する地盤の

支持性能については，基準地震動

による地震力又は静的地震力によ

り生ずる施設の基礎地盤の接地圧

が，安全上適切と認められる規格

及び基準に基づく許容限界に対し

て，妥当な余裕を有するよう設計

する。耐◇10 
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(3) 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大

事故等対処設備の耐震設計に用いる設

計用地震力は，以下の方法で算定され

る静的地震力及び動的地震力とする。

耐④-1 

 

 

 

 

 

 

a. 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスの施設に適用するこ

ととし，それぞれの耐震重要度に応

じて以下の地震層せん断力係数及び

震度に基づき算定する。耐④-2 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設につい

ては，設計基準事故に対処するため

の設備が有する機能を代替する施設

の属する耐震重要度に応じた地震力

を適用する。耐⑪-1 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力

係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震

重要度に応じた係数を乗じ，さら

に当該層以上の重量を乗じて算定

するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉ

は，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以

上とし，建物・構築物の振動特性

及び地盤の種類等を考慮して求め

られる値とする。 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定に

おいては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度に応じ

た係数は，耐震重要度の各クラス

ともに 1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．静的地震力 

以下のとおり，静的地震力を

算定する方針とする。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力は，地震層せん

断力係数に，施設の耐震重要

度に応じた係数（Ｓクラスは

3.0，Ｂクラスは 1.5 及びＣク

ラスは 1.0）を乗じ，さらに

当該層以上の重量を乗じて算

定する。 

 

ここで，地震層せん断力係

数は，標準せん断力係数を

0.2 以上とし，建物・構築物

の振動特性，地盤の種類等を

考慮して求められる値とす

る。耐□4  

(ｂ) 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力は，必要保有

水平耐力を上回るものとし，

必要保有水平耐力は，地震層

せん断力係数に乗じる係数を

1.0，標準せん断力係数を 1.0

以上として算定する。耐□4  

 

 

ｄ．地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計

に用いる設計用地震力は，以下の方

法で算定される静的地震力及び動的

地震力とする。耐④-1 

 

【25 条】 

ｃ．地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に

用いる地震力の算定方法は，以下の

とおり適用する。耐◇9  

 

(ａ) 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂク

ラス及びＣクラスの施設に適用す

ることとし，それぞれ耐震重要度

分類に応じて以下の地震層せん断

力係数及び震度に基づき算定す

る。耐④-2 

耐震重要度分類に応じて定める

静的地震力を以下に示す。耐◇9  

【25 条】 

(ａ) 静的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

について，「イ．(ロ)(５)①ｄ．

(ａ) 静的地震力」に示すＢクラ

ス又はＣクラスの施設に適用する

地震力を適用する。 耐⑪-1 
 

ⅰ．建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力

係数Ciに，次に示す施設の耐震重

要度分類に応じた係数を乗じ，さ

らに当該層以上の重量を乗じて算

定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ci
は，標準せん断力係数Coを0.2以

上とし，建物・構築物の振動特性

及び地盤の種類，地震層せん断力

の係数の高さ方向の分布係数，地

震地域係数を考慮して求められる

値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定

においては，地震層せん断力係数

Ciに乗じる施設の耐震重要度分類

に応じた係数は，耐震重要度分類

の各クラスともに1.0とし，その

際に用いる標準せん断力係数Coは

1.0以上とする。 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下

の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震

力は，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に

適用することとし，それぞれ耐震重要度

分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃ

ｉ及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設に，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される静的地震力を適

用する。 

 

2.1.1(3)a.(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃ

ｉに，次に示す施設の耐震重要度分類に

応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，

標準せん断力係数Ｃｏを 0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定におい

ては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる

施設の耐震重要度分類に応じた係数は，

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに

1.0 とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃｏは 1.0 以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「地盤の種類等」の指す内容は建

物・構築物の振動特性，地盤種類，

地震層せん断力の係数の高さ方向の

分布係数であり，添付書類「Ⅲ-1-1-

8 機能維持の基本方針」で示すため

当該箇所では許可の記載を用いた。

なお，地震地域係数は地震層せん断

力係数に乗じて考慮するものである

ことから，より正確な表現へ適正化

し事業変更許可申請書本文及び発電

炉に合わせた構成に記載を修正。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

津波防護施設等につ

いては，MOX 燃料加

工施設では，津波の

影響がないことか

ら，設計上考慮する

必要がないため記載

しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
Ｓクラスの建物・構築物につい

ては，水平地震力と鉛直地震力は

同時に不利な方向の組合せで作用

するものとする。鉛直地震力は，

震度 0.3 以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性及び地盤の種類

を考慮して求めた鉛直震度より算

定するものとする。ただし，鉛直

震度は高さ方向に一定とする。耐

④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力

は，上記(a)に示す地震層せん断

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に

応じた係数を乗じたものを水平震

度とし，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増

しとした震度より求めるものとす

る。 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するもの

とする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。耐④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力

係数Ｃ０等の割増し係数について

は，耐震性向上の観点から，一般

産業施設及び公共施設の耐震基準

との関係を考慮して設定する。耐

④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力は，

建物・構築物で算定した地震

層せん断力係数に MOX 燃料加

工施設の耐震重要度に応じた

係数を乗じたものを水平震度

と見なし，その水平震度と建

物・構築物の鉛直震度をそれ

ぞれ 20％増しとして算定す

る。耐□4  

 

(ｄ) 鉛直地震力 

Ｓクラスの施設について

は，水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な方向の組合せ

で作用するものとする。鉛直

地震力は，震度 0.3 以上を基

準とし，建物・構築物の振動

特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求

めた鉛直震度より算定する。

耐□4  

 

(ｅ) 標準せん断力係数の割増し係

数 

標準せん断力係数の割増し

係数については，耐震性向上

の観点から，一般産業施設及

び公共施設の耐震基準との関

係を考慮して設定する。耐□4  

 

Ｓクラスの建物・構築物につい

ては，水平地震力と鉛直地震力は

同時に不利な方向の組合せで作用

するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性及び地盤の種類

を考慮して求めた鉛直震度より算

定するものとする。ただし，鉛直

震度は高さ方向に一定とする。耐

④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地

震力は，上記ⅰ．に示す地震層せ

ん断力係数Ciに施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じたものを

水平震度とし，当該水平震度及び

上記ⅰ．の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるも

のとする。 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するもの

とする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に対して一定とする。耐④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記ⅰ．及びⅱ．の標準せん断

力係数Co等の割増し係数について

は，耐震性向上の観点から，一般

産業施設及び公共施設の耐震基準

との関係を考慮して設定する。耐

④-5 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構

築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求めた鉛直震

度より算定するものとする。 

ただし，土木構造物の静的地震力は，

安全上適切と認められる規格及び基準を

参考に，Ｃクラスに適用される静的地震

力を適用する。 

 
2.1.1(1) e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除

く。）について，静的地震力は，水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)a.(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じたものを水平震度と

して，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震

度をそれぞれ 20 ％増しとした震度より求

めるものとする。 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 
2.1.1(1) e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除

く。）について，静的地震力は，水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ

ｏ等の割増し係数の適用については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設，公

共施設等の耐震基準との関係を考慮して

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，屋外重要土木構

造物は建物・構築物に含まれ，（3）

a．（a）建物・構築物に記載する各ク

ラスに適用される地震力に対して実施

するので記載しない。 

⑮（P4）から 

⑮（P4）から 【「等」の解説】 

「標準せん断力係数Ｃ０等」の指す内

容は建物・構築物の振動特性，地盤種

類，地震層せん断力の係数の高さ方向

の分布係数であり，添付書類「Ⅲ-1-

1-8 機能維持の基本方針」で示すた

め当該箇所では許可の記載を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
b. 動的地震力

Ｓクラスの施設の設計に適用する

動的地震力は，基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入

力地震動を適用する。耐④-6 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物

の振動と共振のおそれのある施設に

ついては，上記Ｓクラスの施設に適

用する弾性設計用地震動Ｓｄに２分

の１を乗じたものから定める入力地

震動を適用する。耐④-8 

⑤ 基準地震動は， 新の科学的・

技術的知見を踏まえ，敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造，地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及

び地震工学的見地から想定するこ

とが適切なものを選定することと

し，敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動及び震源を特定せず

策定する地震動について，敷地の

解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞ

れ策定する。策定した基準地震動

の応答スペクトルを第３図に，加

速度時刻歴波形を第４図に示す。

解放基盤表面は，敷地地下で著し

い高低差がなく，ほぼ水平で相当

な拡がりを有し，著しい風化を受

けていない岩盤でＳ波速度がおお

むね 0.7km/s 以上となる標高－70

ｍとする。

また，弾性設計用地震動を以下の

とおり設定する方針とする。耐□3

【25 条】 

⑤ 重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定するものと

する。耐□4

ａ．地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率

は，工学的判断として以下を考慮し，Ss-

Ｂ１からＢ５，Ss-Ｃ１からＣ４に対して

0.5，Ss-Ａに対して 0.52 と設定する。 

(ｂ) 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用す

る動的地震力は，基準地震動及び

弾性設計用地震動から定める入力

地震動を入力として，建物・構築

物の三次元応答性状及びそれによ

る機器・配管系への影響を考慮

し，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定す

る。耐④-6,7 

Ｂクラスの施設のうち支持構造

物の振動と共振のおそれのあるも

のについては，上記Ｓクラスの施

設に適用する弾性設計用地震動に

２分の１を乗じたものから定める

入力地震動を入力として，建物・

構築物の三次元応答性状及びそれ

による機器・配管系への影響を考

慮し，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定す

る。 

水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響確認に当たっ

ては，水平２方向及び鉛直方向の

地震力の影響が考えられる施設，

設備に対して，許容限界の範囲内

にとどまることを確認する。耐④

-8，9 

【25 条】 

(ｄ) 重大事故等対処施設に適用する動

的地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するもの

とする。耐⑪-2 

弾性設計用地震動は，基準地震動との

応答スペクトルの比率の値が，目安とし

て0.5を下回らないよう基準地震動に係数

を乗じて設定する。 

2.1.1(3)b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地

震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木

構造物及びＢクラスの施設のうち共振の

おそれのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。）に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適

用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれの

あるものについては，弾性設計用地震動

Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分

の 1 にしたものによる地震力を適用す

る。屋外重要土木構造物，津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視設備並び

に浸水防止設備又は津波監視設備が設置

された建物・構築物については，基準地

震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

2.1.1(3)b.(a) 

(中略) 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの

建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐震

Ｂクラス施設の機能を代替する常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なもの

に対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗

じたものを用いる。 

耐④-7(P23 へ) 

 

 

 

 

 

 

耐④-9(P23 へ) 

耐⑪-2(P23 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

津波防護施設等について

は，MOX 燃料加工施設で

は，津波の影響がないこ

とから，設計上考慮する

必要がないため記載しな

い。 

㉓（P24）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

津波防護施設等につ

いては，再処理施設

では，津波の影響が

ないことから，設計

上考慮する必要がな

いため記載しない。 
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(ａ) 基準地震動との応答スペクトル

の比率は，MOX 燃料加工施設の安全機能限

界と弾性限界に対する入力荷重の比率に

対応し，その値は 0.5 程度である。 

(ｂ) 再処理施設と共用する施設に，

基準地震動及び弾性設計用地震動を適用

して耐震設計を行うものがあるため，設

計に一貫性をとることを考慮し，基準地

震動との応答スペクトルの比率は再処理

施設と同様に設定する。耐□3  

 

⑥ 地震応答解析による地震力及び静的

地震力の算定方針 

ａ．地震応答解析による地震力 

以下のとおり，地震応答解析による地

震力を算定する方針とする。 

(ａ) Ｓクラスの施設の地震力の算定方

針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から

定まる入力地震動を用いて，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定する。なお，建物・構築物と地盤

との相互作用，埋込み効果及び周辺地盤

の非線形性について必要に応じて考慮す

る。 

(ｂ) Ｂクラスの施設の地震力の算定

方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれの

ある施設の影響検討に当たっては，弾性

設計用地震動に２分の１を乗じたものか

ら定まる入力地震動を用いることとし，

加えてＳクラスと同様に，水平２方向及

び鉛直方向について適切に組み合わせ，

地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，

工学的判断として，MOX燃料加工施設の安

全機能限界と弾性限界に対する入力荷重

の比率に対応する値とする。 

再処理施設の弾性設計用地震動につい

ては，「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針(昭和56年7月20日原子力安

全委員会決定，平成13年３月29日一部改

訂)」に基づく基準地震動S1が設計上果た

してきた役割を一部担うものであること

とされていることから，応答スペクトル

に基づく地震動評価による基準地震動Ss

－Ａに乗ずる係数は，平成４年12月24日

付け４安（核規）第844号をもって事業の

指定を受け，その後，平成９年７月29日

付け９安（核規）第468号，平成14年４月

18日付け平成14･04･03原第13号，平成17

年９月29日付け平成17･09･13原第５号及

び平成23年２月14日付け平成22･02･19原

第11号で変更の許可を受けた再処理事業

指定申請書の基準地震動S1（以下「再処

理施設の基準地震動S1」という。）の応

答スペクトルを下回らないよう配慮した

値としている。 

MOX燃料加工施設が再処理施設と共用す

る施設に，基準地震動を適用して耐震設

計を行う緊急時対策建屋に設置する緊急

時対策所及び弾性設計用地震動に２分の

１を乗じたものを適用して耐震設計を行

う洞道搬送台車があるため，弾性設計用

地震動と基準地震動との応答スペクトル

の比率は再処理施設と同様に設定する。 

具体的には，工学的判断により，敷地

ごとに震源を特定して策定する地震動の

うち基準地震動Ss－Ｂ１からＢ５及び震

源を特定せず策定する地震動のうち基準

地震動Ss－Ｃ１からＣ４に対して係数0.5

を乗じた地震動，敷地ごとに震源を特定

して策定する地震動のうち基準地震動Ss

－Ａに対しては，再処理施設の基準地震

動S1の応答スペクトルを下回らないよ

う，再処理施設と同様に係数0.52を乗じ

た地震動を弾性設計用地震動として設定

する。 

また，建物・構築物及び機器・配管系

に同じ値を採用することで，弾性設計用

地震動に対する設計に一貫性をとる。 

弾性設計用地震動の 大加速度を下表

に，応答スペクトルを添５第10図に，弾

性設計用地震動の加速度時刻歴波形を添

５第11図に，弾性設計用地震動と解放基

盤表面における地震動の一様ハザードス

ペクトルの比較を添５第12図及び添５第

13図に示す。 

弾性設計用地震動Sd－Ａ及びSd－Ｂ１
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常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設に

ついて，基準地震動Ｓｓによる地震

力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設のう

ち，Ｂクラスに属する施設の安全機

能を代替する施設については，代替

する施設の属する耐震重要度に応じ

た地震力を適用する。耐⑪-3 

なお，重大事故等対処施設のう

ち，安全機能を有する施設の基本構

造と異なる施設については，適用す

る地震力に対して，要求される機能

及び構造健全性が維持されることを

確認するため，当該施設の構造を適

切にモデル化した上での地震応答解

析，加振試験等を実施する。耐⑪-4 

動的解析においては，地盤の諸定

数も含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。 

動的地震力は水平 2方向及び鉛直

 

 

 

 

からＢ５の年超過確率は概ね10-3～10-4程

度，Sd－Ｃ１からＣ４の年超過確率は概

ね10-3～10-5程度である。耐◇4  

また，耐震重要度分類に応じて定める

動的地震力を以下に示す。耐◇9  

【25 条】 
(ｂ) 動的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，

「イ．(ロ)(５)①ｄ．(ｂ) 動的地震力」

に示す基準地震動による地震力を適用す

る。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外

の常設重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施

設の機能を代替する施設であって共振の

おそれのある施設については，「イ．

(ロ)(５)①ｄ．(ｂ) 動的地震力」に示す

共振のおそれのあるＢクラス施設に適用

する地震力を適用する。耐⑪-3 

なお，重大事故等対処施設のうち，安

全機能を有する施設の基本構造と異なる

施設については，適用する地震力に対し

て，要求される機能及び構造健全性が維

持されることを確認するため，当該施設

の構造を適切にモデル化した上での地震

応答解析，加振試験等を実施する。耐⑪-

4 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を

適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設

の機能を代替する共振のおそれのある施

設については，共振のおそれのあるＢク

ラスの施設に適用する地震力を適用す

る。
2.1.1(3)b.(a) 

(中略) 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの

建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐震

Ｂクラス施設の機能を代替する常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なもの

に対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗

じたものを用いる。 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

る。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準

対象施設の既往評価を適用できる基本構

造と異なる施設については，適用する地

震力に対して，要求される機能及び構造

健全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化し

た上での地震応答解析，加振試験等を実

施する。 

動的解析においては，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる変動幅を適

切に考慮する。 

動的地震力は水平 2方向及び鉛直方向

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

ＭＯＸ燃料加工施設では，重大事故等対処施

設に分類される屋外重要土木構築物はないた

め，記載しない。 

㉓（P24）から 

【「等」の解説】 

「加振試験等」とは，要求機能及び構

造健全性が維持されることの確認にあ

たり実施する解析などの総称としてを

示した記載であることから許可の記載

を用いた。 
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方向について適切に組み合わせて算

定する。動的地震力の水平 2方向及

び鉛直方向の組合せについては，水

平 1方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた既往の耐震計算への影響の

可能性がある施設・設備を抽出し，

3次元応答性状の可能性も考慮した

上で既往の方法を用いた耐震性に及

ぼす影響を評価する。耐④-7，9 ⑪

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について適切に組み合わせて算定する。

動的地震力の水平 2方向及び鉛直方向の

組合せについては，水平 1方向及び鉛直

方向地震力を組み合わせた既往の耐震計

算への影響の可能性がある施設・設備を

抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮し

た上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼ

す影響を評価する。 

 

 
2.1.1(1) e. 
(中略) 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定するものとする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力は水平 2 方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

 
2.1.1(1) g. 
(中略) 

当該地震動による地震力は，水平 2 方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定するものとす

る。 

 
2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

(中略) 

地震力については，水平 2 方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。 

 
2.1.1(4)c.(d) 荷重の組合せ上の留意事項 

 動的地震力については，水平 2 方向と鉛直方向の

地震力とを適切に組み合わせ算定するものとする。 

 
2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

(中略) 

原子炉建屋については，3 次元ＦＥＭ解析等か

ら，建物・構築物の 3 次元応答性状及びそれによる

機器・配管系への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐④-7，9（P20 から） 

耐⑪-2  （P20 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉕（P27）から 

㉔（P26）から 

㉟（P39）から 

⑯（P4）から 

⑱（P5）から 
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(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な

MOX燃料加工施設の設置位置周辺

は，新第三紀の鷹架層が十分な広が

りをもって存在することが確認され

ている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の

鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以

上を有する標高約－70ｍの位置に想

定することとする。 

基準地震動Ｓｓは，解放基盤表面

で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モ

デルに対する入力地震動は，解放

基盤表面からの地震波の伝播特性

を適切に考慮し上で，必要に応じ

2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動

論により，地震応答解析モデルの

入力位置で評価した入力地震動を

設定する。また，必要に応じて地

盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物

性値を用いて作成する。 

地盤条件を考慮する場合には，

地震動評価で考慮した敷地全体の

地下構造との関係や対象建物・構

築物位置での地質・速度構造の違

いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や 新の科学

的・技術的知見を踏まえ，地質・

速度構造等の地盤条件を設定す

る。耐④-10，⑪-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象

施設の形状，構造特性，振動特

性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考

慮のうえ，適切な解析法を選定

するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切

な解析条件を設定する。動的解

析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとす

る。耐④-11，⑪-6 

 (ｃ) 入力地震動の設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解

析における入力地震動につい

て，解放基盤表面からの地震

波の伝播特性を考慮し，必要

に応じて，地盤の非線形応答

に関する動的変形特性を考慮

する。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 地震応答解析方法 

地震応答解析方法につい

て，対象施設の形状，構造特

性，振動特性等を踏まえ，解

析手法の適用性及び適用限界

を考慮のうえ，解析方法を選

定するとともに，調査に基づ

く解析条件を設定する。ま

た，対象施設の形状，構造特

性等を踏まえたモデル化を行

う。耐□4  

 

 

 

 

 

ⅰ．入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要

なMOX燃料加工施設の設置位置周辺

は，新第三紀の鷹架層が十分な拡

がりを持って存在することが確認

されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀

の鷹架層のＳ波速度が0.7kｍ/s以

上を有する標高約－70ｍの位置に

想定することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で

定義する。 

建物・構築物の地震応答解析に

おける入力地震動については，解

放基盤表面からの地震波の伝播特

性を考慮して作成したものとする

とともに，必要に応じて地盤の非

線形応答を考慮することとし，地

盤のひずみに応じた地盤物性値を

用いて作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や 新の科学

的・技術的知見を踏まえ設定す

る。耐④-10，⑪-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．動的解析法 

(ⅰ) 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象

施設の形状，構造特性，振動特

性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考

慮のうえ，適切な解析法を選定

するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切

な解析条件を設定する。動的解

析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとす

る。耐④-11，⑪-6 

 

 

2.1.1(3)b.(a) 入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査

の結果，新第三系鮮新統～第四系下部更

新統の久米層が分布し，EL.-370 m 以深

ではＳ波速度が 0.7 km/s 以上で著しい高

低差がなく拡がりをもって分布している

ことが確認されている。したがって，

EL.-370 m の位置を解放基盤表面として

設定する。 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における

入力地震動は，解放基盤表面で定義され

る基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条

件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 

次元ＦＥＭ解析又は 1 次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評

価した入力地震動を設定する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動

評価で考慮した敷地全体の地下構造との

関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

での地質・速度構造の違いにも留意する

とともに，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。また，必要に応

じ敷地における観測記録による検証や

新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

また，設計基準対象施設における耐震

Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等

対処施設における耐震Ｂクラス施設の機

能を代替する常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物のうち共振のおそれがあり，動的解

析が必要なものに対しては，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものを用

いる。 

 

2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた

適切な解析条件を設定する。 

動的解析は，原則として，建物・構築

物の地震応答解析及び床応答曲線の策定

は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

発電炉では工認段階で許可時点よ

りも記載を詳細化していることも

踏まえ，事業変更許可申請書より

詳細な記載に修正 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書に合わせるととも

に，発電炉では工認段階で許可時点よ

りも記載を詳細化していることを踏ま

え，事業変更許可申請書より詳細な記

載に修正。なお，「地質・速度構造

等」の指す内容は，列挙した場合に煩

雑となるため発電炉と同等の記載を用

いた。 

【許可からの変更点等】 

「適用限界等」については、事業許

可基準規則別記３の表記に基づく用

語として許可の記載のとおりとし

た。 

【「等」の解説】 

「振動特性等」とは、地震応答解析

にあたり考慮する施設の特徴の総称

として示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

㉒（P25）へ 

【「等」の解説】 

「地質・速度構造等」とは，地震力

の算定に用いる地盤モデルの設定値

である速度，せん断弾性係数，ポア

ソン比などを示した記載であり，添

付書類「Ⅲ-1-1-2 地盤の支持性能

に係る基本方針」で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

㉓（P20，22）へ 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書に合わせるとと

もに，発電炉の記載も踏まえ，事業

変更許可申請書より詳細な記載に修

正
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また，3次元応答性状等の評

価は，線形解析に適用可能な周

波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当

たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系に置換し

た解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物

と地盤の相互作用及び埋込み効

果を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎

版の平面形状，地盤の剛性等を

考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤

の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤

物性値に基づくものとする。設

計用地盤定数は，原則として，

弾性波試験によるものを用い

る。 

地盤－建物・構築物連成系の

減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して定

める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄに対する応答解析

において，主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合

には，実験等の結果に基づき，

該当する建物部分の構造特性に

応じて，その弾塑性挙動を適切

に模擬した復元力特性を考慮し

た応答解析を行う。耐④-11，

⑪-6

また，Ｓクラスの施設を支持

する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設を支

持する建物・構築物の支持機能

を検討するための動的解析にお

いて，施設を支持する建物・構

築物の主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した地

震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定

数については，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。また，

建物・構築物の動的解析に当

たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系に置換し

た解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物

と地盤との相互作用及び埋込み

効果を考慮するものとし，解析

モデルの地盤のばね定数は，基

礎版の平面形状，地盤の剛性等

を考慮して定める。地盤の剛性

等については，必要に応じて地

盤の非線形応答を考慮すること

とし，地盤のひずみに応じた地

盤物性値に基づくものとする。

設計用地盤定数は，原則とし

て，弾性波試験によるものを用

いる。 

地盤－建物・構築物連成系の

減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して定

める。 

基準地震動及び弾性設計用地

震動に対する応答解析におい

て，主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，

実験等の結果に基づき，該当す

る建物部分の構造特性に応じ

て，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応

答解析を行う。耐④-11，⑪-6 

また，3 次元応答性状等の評価は，線

形解析に適用可能な周波数応答解析法に

よる。 

建物・構築物の動的解析に当たって

は，建物・構築物の剛性はそれらの形

状，構造特性等を十分考慮して評価し，

集中質点系等に置換した解析モデルを設

定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤と

の相互作用を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

2.1.1(3)b.(a) 

(中略) 

地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数

は，振動エネルギの地下逸散及び地震応

答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄに対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える

場合には，実験等の結果に基づき，該当

する建物部分の構造特性に応じて，その

弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

を考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建

物・構築物及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の支持機能を検討するための

動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，その弾塑

性挙動を適切に模擬した復元力特性を考

慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数につい

ては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。ま

た，材料のばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影

 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

では，(5),①,f.,(f)にて「間接支持

構造物…は…適用する地震力に対し

て…設計する」程度の記載であった

が，発電炉の記載も踏まえ，より詳

細な記載に修正 

㉒（P24）から 

【「等」の解説】 

「3次元応答性状等」とは，周波数応

答解析法を用いる線形解析による評価

の総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「地盤の剛性等」とは，地盤ばねの

設定にあたり考慮する施設及びその

周辺地盤の特徴の総称として示した

記載であることから許可の記載を用

いた。 

【「等」の解説】 

「実験等」とは，弾塑性挙動の設定

にあたり参照する知見の総称として

示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

では，(5),①,d.,(b),i 入力地震動

にて「解放基盤表面からの地震波の

伝播特性を適切に考慮」程度の記載

であったが，発電炉の記載も踏ま

え，より詳細な記載に修正 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

では，「原則として，時刻歴応答解

析法」程度の記載であったが，発電

炉の記載も踏まえ，より具体的な記

載を追記 
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材料のばらつきによる変動が建

物・構築物の振動性状や応答性

状に及ぼす影響として考慮すべ

き要因を選定した上で，選定さ

れた要因を考慮した動的解析に

より設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の動的解析にて

は，全応力解析を用いることを

基本とするが，周辺地盤の液状

化による影響を否定できない場

合には，液状化影響評価とし

て，地震時の地盤の有効応力の

変化に応じた影響を考慮する場

合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状

化強度特性は，敷地の原地盤に

おける代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定

することを基本とする。耐④⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析に用いる解析モデル

は，地震観測網により得られた

観測記録により振動性状の把握

を行い，解析モデルの妥当性の

確認を行う。耐④⑪ 
 

建物・構築物のうち屋外重要土

木構造物(洞道)の動的解析に当た

っては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析

手法を用いる。地震応答解析手法

は，地盤及び洞道の地震時におけ

る非線形挙動の有無や程度に応じ

て，線形，等価線形又は非線形解

析のいずれかによる。地盤の地震

応答解析モデルは，洞道と地盤の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築物のうち洞道の動的解析

に当たっては，洞道と地盤の相

互作用を考慮できる連成系の地

震応答解析手法を用いる。地震

応答解析手法は，地盤及び洞道

の地震時における非線形挙動の

有無や程度に応じて，線形，等

価線形又は非線形解析のいずれ

かによる。地盤の地震応答解析

モデルは，洞道と地盤の動的相

互作用を考慮できる有限要素法

を用いる。洞道の地震応答解析

に用いる減衰定数については，

地盤と洞道の非線形性を考慮し

て適切に設定する。耐④-12，

⑪-7 

響として考慮すべき要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した動的解析

により設計用地震力を設定する。 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて，地震時

の地盤の有効応力の変化に応じた影響を

考慮する場合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特

性は，敷地の原地盤における代表性及び

網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して

設定することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物への地盤変位に対する保

守的な配慮として，地盤を強制的に液状

化させることを仮定した影響を考慮する

場合は，原地盤よりも十分に小さい液状

化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準

砂に基づく液状化強度特性）を設定す

る。 

建物・構築物及び機器・配管系への加

速度応答に対する保守的な配慮として，

地盤の非液状化の影響を考慮する場合

は，原地盤において非液状化の条件（

も液状化強度が大きい場合に相当）を仮

定した解析を実施する。 

 

原子炉建屋については，3 次元ＦＥＭ

解析等から，建物・構築物の 3 次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影

響を評価する。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震

観測網により得られた観測記録により振

動性状の把握を行い，解析モデルの妥当

性の確認を行う。 

 

 

屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物の動的解析は，構造物と地盤

の相互作用を考慮できる連成系の地震応

答解析手法とし，地盤及び構造物の地震

時における非線形挙動の有無や程度に応

じて，線形，等価線形又は非線形解析の

いずれかにて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設設計（設計思想）の相違による発電炉

との記載の相違であり，MOX 燃料加工施設

では、上述のとおり、有効応力解析に用い

る液状化強度特性は，敷地の原地盤におけ

る代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性

を考慮して設定する方針であり、地盤を強

制的に液状化させることを仮定した影響は

考慮しないため、記載しない。 

【許可からの変更点等】 

地震時の有効応力の変化の影響を考

慮する場合の考え方について明確化

するため，発電炉の構成に合わせた

記載を追記 

【許可からの変更点等】 

MOX 燃料加工施設における洞道の設

工認申請上の取り扱いを反映 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

では，(5),1,d.,(b),11.,(1)にて

「対象施設の…振動特性等を踏まえ

…適切な解析法を選定」程度の記載

であったが，発電炉の記載も踏ま

え，より詳細な記載として追記 

㉔（P23）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設設計（設計思想）の相違による発電炉

との記載の相違であり，MOX 燃料加工施設

では，液状化評価対象施設周辺の周囲には

基本的には改良地盤等があり，液状化の影

響が軽減されていると考えられることから

液状化の影響を考慮しない解析による設計

を基本ケースとして実施しており，基本ケ

ースにおいて非液状化の条件を考慮してい

ることから記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の周辺地盤におい

ては，変形抑制，浮上り防止，施工

性向上の観点から目的に応じた各種

地盤改良を実施しており，総じて液

状化の影響が軽減されていることか

ら全応力解析を基本とする。 
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動的相互作用を考慮できる有限要

素法を用いる。洞道の地震応答解

析に用いる減衰定数については，

地盤と洞道の非線形性を考慮して

適切に設定する。耐④-12，⑪-7 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定

にあたっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮

のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考

慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格及び基

準又は試験等の結果に基づき設

定する。 

機器については，その形状を

考慮して，１質点系又は多質点

系モデルに置換し，設計用床応

答曲線を用いた応答スペクト

ル・モーダル解析法又は時刻歴

応答解析法により応答を求め

る。耐④-13，⑪-8 

 

また，時刻歴応答解析法及び

スペクトル・モーダル解析法を

用いる場合は地盤物性等のばら

つきを適切に考慮する。スペク

トル・モーダル解析法には地盤

物性等のばらつきを考慮した床

応答曲線を用いる。 

配管系については，適切なモ

デルを作成し，設計用床応答曲

線を用いた応答スペクトル・モ

ーダル解析法により応答を求め

る。耐④-14，⑪-9 

 

スペクトルモーダル解析法及

び時刻歴応答解析法の選択に当

たっては，衝突・すべり等の非

線形現象を模擬する観点又は既

往研究の知見を取り入れ実機の

挙動を模擬する観点で，建物・

構築物の剛性及び地盤物性のば

らつきへの配慮をしつつ時刻歴

応答解析法を用いる等，解析対

象とする現象，対象設備の振動

特性・構造特性等を考慮し適切

に選定する。 

また，設備の３次元的な広が

りを踏まえ，適切に応答を評価

できるモデルを用い，水平２方

向及び鉛直方向の応答成分につ

いて適切に組み合わせるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器については，その形状を

考慮して，１質点系又は多質点

系モデルに置換し，設計用床応

答曲線を用いた応答スペクト

ル・モーダル解析法又は時刻歴

応答解析法により応答を求め

る。耐④-13，⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモ

デルを作成し，設計用床応答曲

線を用いた応答スペクトル・モ

ーダル解析法により応答を求め

る。耐④-14，⑪-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震力については，水平 2 方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定

する。 

 

 

 

 (ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定にあたっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，

適切な規格及び基準又は試験等の結果に

基づき設定する。 

 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造

特性等を考慮して，代表的な振動モード

を適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求

める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクト

ルモーダル解析法を用いる場合は地盤物

性等のばらつきを適切に考慮する。スペ

クトルモーダル解析法には地盤物性等の

ばらつきを考慮した床応答曲線を用い

る。 

 

配管系については，その仕様に応じて

適切なモデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・

すべり等の非線形現象を模擬する観点又

は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，建物・構築物の剛性

及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつ

つ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対

象とする現象，対象設備の振動特性・構

造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏ま

え，適切に応答を評価できるモデルを用

い，水平 2方向及び鉛直方向の応答成分

について適切に組み合わせるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

動的解析における考慮事項を追記 

【「等」の解説】 

「地盤物性等」とは，設計上ばらつ

きを考慮する材料物性の総称として

示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

時刻歴応答解析法及びスペクトル・

モーダル解析法を用いる場合の考慮

事項を追記 

【許可からの変更点等】 

スペクトル・モーダル解析法及び時

刻歴応答解析法を用いる場合の考慮

事項を追記 

【「等」の解説】 

「すべり等」とは，非線形現象の総

称として示した記載である。 

【「等」の解説】 

「時刻歴応答解析法等」とは，解析

法の総称として示した記載である。 

【「等」の解説】 

「振動特性・構造特性等」とは，解

析対象設備の解析条件の総称として

示した記載である。 

【「等」の解説】 

「適用限界等」とは，地震応答解析手

法の適用方法，適用の妥当性の総称と

して示した記載であるため当該箇所で

は等を用いた。 

【「等」の解説】 

「剛性等」とは，解析条件の設定にあ

たり考慮する物性値の総称として示し

た記載であることから当該箇所では等

を用いた。 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，解析条件の設定にあ

たり参照する試験結果の総称として示

した記載であることから当該箇所では

等を用いた。 

㉕（P23）へ 
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なお，剛性の高い機器・配管

系は，その設置床面の 大床応

答加速度の 1.2 倍の加速度を静

的に作用させて地震力を算定す

る。耐④-15，⑪-10 

 

 

 

 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定

数は，安全上適切と認められる

規格及び基準に基づき，設備の

種類，構造等により適切に選定

するとともに，試験等で妥当性

を確認した値も用いる。 

なお，建物・構築物の地震応

答解析に用いる鉄筋コンクリー

トの減衰定数の設定について

は，既往の知見に加え，既設施

設の地震観測記録等により，そ

の妥当性を検討する。 

 

また，地盤と屋外重要土木構

造物(洞道)の連成系地震応答解

析モデルの減衰定数について

は，地中構造物としての特徴，

同モデルの振動特性を考慮して

適切に設定する。耐④⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，剛性の高い機器・配管

系は，その設置床面の 大床応

答加速度の 1.2 倍の加速度を静

的に作用させて地震力を算定す

る。耐④-15，⑪-10 

 

動的解析に用いる減衰定数

は，既往の振動実験，地震観測

の調査結果等を考慮して適切な

値を定める。耐④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

剛性の高い機器は，その機器の設置床

面の 大応答加速度の 1.2 倍の加速度を

震度として作用させて構造強度評価に用

いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安

全上適切と認められる規格及び基準に基

づき，設備の種類，構造等により適切に

選定するとともに，試験等で妥当性を確

認した値も用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に

用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設

定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当

性を検討する。 

また，地盤と屋外重要土木構造物の連

成系地震応答解析モデルの減衰定数につ

いては，地中構造物としての特徴，同モ

デルの振動特性を考慮して適切に設定す

る。 

 

 

 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，設計用減衰定数の

設定にあたり参照する知見の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「構造等」とは，減衰定数の設定に

あたり考慮する施設の特徴の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（添付書類五）

では，(5),1,d.,(b),ii.,(ii)動的

解析法にて「既往の振動実験，地震

観測の調査結果等を考慮」程度の記

載であったが，発電炉の記載も踏ま

え，より詳細な記載を追記 

【「等」の解説】 

「既設施設の地震観測記録等」と

は，鉄筋コンクリートの減衰定数の

妥当性を検討する際に参照するデー

タの総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 
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(4) 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設及び重大事故

等対処施設に適用する荷重の組合せと許

容限界は，以下によるものとする。耐⑤

-1，⑫-1 

 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を

以下に示す。 

 

(a) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については

以下のイ.～ロ.の状態，重大事故等

対処施設については以下のイ.～ハ.

の状態を考慮する。 

イ. 通常時の状態 

MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけ

ればならない自然条件（積

雪，風）。耐⑤-2，⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が重大事故

に至るおそれがある事故又は

重大事故の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とす

る状態。耐⑫-2 

 

 

 

 

⑦ 荷重の組合せと許容限界の設定

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．建物・構築物 

以下のとおり，建物・構築物

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。 

(ａ) 荷重の組合せ 

通常時に作用している荷

重，積雪荷重及び風荷重と地

震力を組み合わせる。 

(ｂ) 許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物に

ついて，基準地震動による地

震力との組合せにおいては，

建物・構築物全体としての変

形能力（耐震壁のせん断ひず

み等）が終局耐力時の変形に

対して十分な余裕を有し，部

材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対し妥

当な安全余裕を有することと

する。なお，終局耐力は，建

物・構築物に対する荷重又は

応力が漸次増大し，その変形

又はひずみが著しく増加する

に至る限界の 大荷重負荷と

する。 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスの施設を有する建物・

構築物について，基準地震動

以外の地震動による地震力又

は静的地震力との組合せにお

いては，地震力に対しておお

むね弾性状態に留まるよう

に，発生する応力に対して，

建築基準法等の安全上適切と

認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とす

る。耐□4  

 

 

 

 

 

 

ｅ．荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する

荷重の組合せと許容限界は，以下に

よるものとする。耐⑤-1 

 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態

を以下に示す。 

 

 

 

ⅰ．建物・構築物 

 

 

 

 

(ⅰ) 通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転して

いる状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければなら

ない自然条件（積雪，風）。耐⑤-2 

 
 

【25 条】 

ｄ．荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設に適用する荷

重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。耐⑫-1 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態

を以下に示す。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 通常時の状態 

「 イ ． ( ロ )( ５ ) ① ｅ ．

(ａ)ⅰ． (ⅰ) 通常時の状

態」を適用する。耐◇9  

(ⅱ) 重大事故等時の状態 

MOX燃料加工施設が，重大事

故に至るおそれがある事故又は

重大事故の状態で，重大事故等

対処施設の機能を必要とする状

態。耐⑫-2 

(ⅲ) 設計用自然条件 

「 イ ． ( ロ )( ５ ) ① ｅ ．

(ａ)ⅰ．(ⅱ) 設計用自然条

件」を適用する。耐◇9  

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容

限界は以下による。 

 

 

2.1.1(4)a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

 

 

 

2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ハ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。 

 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，

通常の自然条件下におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時を含むものとす

る。 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にあ

る状態 

 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，MOX 燃料加工施

設では，設計基準事

故時に建物に影響す

る荷重は発生しない

ことから，設計上考

慮する必要がないた

め記載しない。 

【許可からの変更点等】 

安全機能を有する施設と重大事故

等対処施設について考慮する状態

を明確化するため，発電炉の構成

に合わせた記載を追記 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉との記載の相違であり，MOX 燃料加工

施設では運転時の異常な過渡変化の考慮

する必要がないため記載しない。 
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(b) 機器・配管系 

安全機能を有する施設については

以下のイ.～ロ.の状態，重大事故等

対処施設については以下のイ.～ハ.

の状態を考慮する。 

 

イ. 通常時の状態 

MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合に

は MOX 燃料加工施設から多量

の放射性物質が放出するおそ

れがあるものとして安全設計

上想定すべき事象が発生した

状態。耐⑤-3，⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が重大事故

に至るおそれがある事故又は

重大事故の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とす

ｂ．機器・配管系 

以下のとおり，機器・配管系

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。 

 

(ａ) 荷重の組合せ 

通常時に作用している荷重

及び設計基準事故時に生ずる

荷重と地震力を組み合わせ

る。 

(ｂ) 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系に

ついて，基準地震動による地

震力との組合せにおいては，

破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される

機能に影響を及ぼすことがな

いものとする。なお，地震時

又は地震後の機器・配管系の

動的機能要求については，実

証試験等により確認されてい

る機能維持加速度等を許容限

界とする。 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスの機器・配管系につい

て，基準地震動以外の地震動

による地震力又は静的地震力

との組合せによる影響評価に

おいては，応答が全体的にお

おむね弾性状態に留まること

を許容限界とする。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転して

いる状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には

MOX燃料加工施設から多量の放

射性物質が放出するおそれがあ

るものとして安全設計上想定す

べき事象が発生した状態。耐⑤

-3 

 

 

 

 

 

【25 条】 

ｄ．荷重の組合せと許容限界 

 (ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態

を以下に示す。 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時の状態 

「 イ ． ( ロ )( ５ )① ｅ ．

(ａ)ⅱ．(ⅰ) 通常時の状態」

を適用する。 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態 

「 イ ． ( ロ )( ５ )① ｅ ．

(ａ)ⅱ．(ⅱ) 設計基準事故時

の状態」を適用する。耐◇9  

(ⅲ) 重大事故等時の状態 

MOX燃料加工施設が，重大事

故に至るおそれがある事故又は

重大事故の状態で，重大事故等

対処施設の機能を必要とする状

2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。 

 

 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出力運

転，高温待機，燃料取替え等が計画的又

は頻繁に行われた場合であって運転条件

が所定の制限値以内にある運転状態 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具

の単一の故障若しくはその誤作動又は運

転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によっ

て発生する異常な状態であって，当該状

態が継続した場合には炉心又は原子炉冷

却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じ

るおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化よ

り低い異常な状態であって，当該状態が

発生した場合には発電用原子炉施設から

多量の放射性物質が放出するおそれがあ

るものとして安全設計上想定すべき事象

が発生した状態 

 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，MOX 燃料加工施

設では運転時の異常

な過渡変化の考慮す

る必要がないため記

載しない。 

【許可からの変更点等】 

安全機能を有する施設と重大事故等

対処施設について考慮する状態を明

確化するため，発電炉の構成に合わ

せた記載を追記 

㉖（P38）へ 
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る状態。耐⑫-3 

 

 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については

以下のイ.～ロ.の状態，重大事故等

対処施設については以下のイ.～ハ.

の荷重とする。 

 

イ. MOX 燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時に

作用している荷重，すなわち固

定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧 

 

 

 

 

 

ロ. 地震力，積雪荷重及び風荷重

耐⑤-4，⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重 耐⑫ 
 

ただし，通常時及び重大事故

等時の状態で施設に作用する荷

重には，機器・配管系から作用

する荷重が含まれるものとし，

地震力には，地震時土圧，地震

時水圧及び機器・配管系からの

反力が含まれるものとする。耐

⑤-4，⑫-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

態。耐⑫-3 

 

 

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

 

 

 

 

 

(ⅰ) MOX燃料加工施設のおかれて

いる状態に係らず通常時に作

用している荷重，すなわち固

定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時に作用している

荷重には，機器・配管系から作用

する荷重が含まれるものとし，地

震力には，地震時土圧，地震時水

圧及び機器・配管系からの反力が

含まれるものとする。耐⑤-4 

 

【25 条】 

 (ｂ) 荷重の種類 

 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) MOX燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時

に作用している荷重，すなわ

ち固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧 

(ⅱ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重耐⑫ 

(ⅲ) 積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重に

は，設備・機器から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力に

は，地震時土圧，地震時水圧及び

設備・機器からの反力が含まれる

ものとする。耐⑫-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)b. 荷重の種類 

2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

 

 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，す

なわち固定荷重，積載荷重，土圧，水

圧及び通常の気象条件による荷重 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

ハ.  設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故

時の状態及び重大事故等時の状態での荷

重には，機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，機器・配管系からの反力，スロ

ッシング等による荷重が含まれるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，MOX 燃料加工施

設では、設計基準事

故時に建物に影響す

る荷重は発生しない

ことから、設計上考

慮する必要がないた

め記載しない。 

【許可からの変更点等】 

発電炉の構成に合わせて地震

力を明確化したうえで，記載

を追加 

【許可からの変更点等】 

安全機能を有する施設と重大事故

等対処施設について考慮する状態

を明確化するため，発電炉の構成

に合わせた記載を追記 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，風荷重及び積雪荷

重以外に建物・構築物

に影響する通常の気象

条件による荷重はない

ことから，設計上考慮

する必要がないため記

載しない。 
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(b) 機器・配管系

安全機能を有する施設については

以下のイ.～ハ.の荷重，重大事故等対処施

設については以下のイ.～ニ.の荷重とす

る。 

イ. 通常時に作用している荷重

(a) 建物・構築物

安全機能を有する施設については

以下のイ.～ロ. 

ロ. 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重

ハ. 地震力耐⑤-5

ニ. 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重耐⑫

ただし，各状態において施設

に作用する荷重には，通常時に

作用している荷重，すなわち自

重等の固定荷重が含まれるもの

とする。また，屋外に設置され

る施設については，建物・構築

物に準じる。耐⑤-5，⑫-5 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に

作用する荷重には，通常時に作用

している荷重，すなわち自重等の

固定荷重が含まれるものとする。

また，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物に準じる。

耐⑤-5 

【25 条】 

 (ｂ) 荷重の種類 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重 

(ⅲ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重耐⑫ 

ただし，各状態において施設に

作用する荷重には，通常時に作用

している荷重，すなわち自重等の

固定荷重が含まれるものとする。

耐⑫-5 

(b) 機器・配管系

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する

荷重

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で

施設に作用する荷重

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，建物・構

築物の構成を踏まえた内容である事業

変更許可申請書に合わせた記載とし

た。 

【許可からの変更点等】 

安全機能を有する施設と重大

事故等対処施設について考慮

する状態を明確化するため，

発電炉の構成に合わせた記載

を追記 

㉗（P38）へ 【許可からの変更点等】 

発電炉の構成に合わせて地震

力を明確化した 

【「等」の解説】 

「自重等」とは，保温材，内部流体

重量など，死荷重の総称として示し

た記載であることから許可の記載を

用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，MOX 燃料加工施

設では運転時の異常

な過渡変化の考慮す

る必要がないため記

載しない。 
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c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以

下による。 

 

 

 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

イ.  Ｓクラスの建物・構築物につ

いては，通常時に作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），積雪荷重及び風荷重と

基準地震動Ｓｓによる地震力とを

組み合わせる。 

 

 

ロ. Ｓクラス，Ｂクラス及びＣク

ラス施設を有する建物・構築物に

ついて，基準地震動Ｓｓ以外の地

震動による地震力又は静的地震力

と組み合わせる荷重は，通常時に

作用している荷重，積雪荷重及び

風荷重とする。耐⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び運転時の状態で施設に作用

する荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

② 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，通

常時に作用している荷重，重大事

故等時に生ずる荷重，積雪荷重及

び風荷重と地震力を組み合わせ

る。機器・配管系については，通

常時に作用している荷重，設計基

準事故時に生ずる荷重及び重大事

故等時に生ずる荷重と地震力を組

み合わせる。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは

以下による。 

 

 

 

 

ⅰ．建物・構築物 

 

 

Ｓクラスの建物・構築物につい

て，基準地震動による地震力と組

み合せる荷重は，通常時に作用し

ている荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重及

び風荷重とする。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

ス施設を有する建物・構築物につ

いて，基準地震動以外の地震動に

よる地震力又は静的地震力と組み

合わせる荷重は，通常時に作用し

ている荷重，積雪荷重及び風荷重

とする。耐⑤-6 

この際，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧につい

て，基準地震動による地震力又は

弾性設計用地震動による地震力と

組み合わせる場合は，当該地震時

の土圧及び水圧とする。耐⑤-7 

 

【25 条】 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せ

は以下による。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物につ

いては，通常時に作用してい

る荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷

重及び風荷重と基準地震動に

よる地震力を組み合わせる。 

 

 

 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物につ

いては，通常時に作用してい

る荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷

重，風荷重及び重大事故等時

2.1.1(4)c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，

「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」

で設定している風及び積雪による荷重を考

慮し，以下のとおり設定する。 

 

 

2.1.1(4)c.(a) 建物・構築物（(c)に記載の

ものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時（通常運転時又は運転時

の異常な過渡変化時）の状態で施設に作用

する荷重と地震力とを組み合わせる。 

 
 

2.1.1(4)c. 荷重の組合せ 

(中略) 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（中略）に

ついては，常時作用している荷重及び運転時の状態で

施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを

組み合わせる。 

 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，

常時作用している荷重及び設計基準事故時

の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力とを組み合

わせる。＊1，＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)c.(a). イ. 

(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時（通常

運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態で施設

に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがある事象によって作用する荷重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑤-7(P35 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は、設計基準事故時に

建物に影響する荷重は

発生しないことから、

設計上考慮する必要が

ないため記載しない。 

㉙（P34）から 

㉘へ 

㉘から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違により，

MOX 燃料加工施設では

運転時の異常な過渡変

化の考慮する必要がな

いため記載しない。 

【許可からの変更点等】 

荷重の組合せについて，重大

事故等対処施設も含めた構成

とするにあたり，図書内の記

載の統一のため，地震力と他

の荷重の記載順を修正。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，積雪荷重及び風荷

重について事業変更許

可申請書の記載に合わ

せて各項に展開してい

る。（（a）イ.以下同

じ） 
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に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象

によって作用する荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

ホ. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象

による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組み合わせについては，

事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定

する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の状態で施設に作用する荷重

のうち，地震によって引き起

こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と基準地

震動による地震力を組み合わ

せる。 

(ⅲ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物につ

いては，通常時に作用してい

る荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷

重，風荷重及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重

のうち，地震によって引き起

こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震

動又は弾性設計用地震動によ

る地震力）と組み合わせる。

この組合せについては，事故

事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の積等

を考慮し，工学的，総合的に

勘案の上設定する。なお，継

続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と地震力とを組み合わせる。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施

設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察

を踏まえ，地震によって引き起こされるお

それがない事象による荷重として扱う。 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上

設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダ

リを構成する施設（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

なお，格納容器破損モードの評価シナリ

オのうち，原子炉圧力容器が破損する評価

シナリオについては，重大事故等対処設備

による原子炉注水は実施しない想定として

評価しており，本来は機能を期待できる高

圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水により炉心損傷の回避が

可能であることから荷重条件として考慮し

ない。 

また，その他の施設については，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と動的地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

 

＊1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事

故の状態で施設に作用する荷重について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令

の相違による発電炉

との記載の相違であ

り，MOX 燃料加工施設

では､該当する設備が

ないため記載しな

い。 

㉙（P33）へ 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，設計基準事故時に

建物に影響する荷重は

発生しないことから，

設計上考慮する必要が

ないため記載しない。 

【「等」の解説】 

「年超過確率の積等」とは，事故事

象と地震力の組合せの設定にあたり

考慮する事項の総称として示した記

載であることから許可の記載を用い

た。 
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ヘ. 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，通常時に作

用している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重及び

風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力とを組み

合わせる。耐⑫ 

 

 

この際，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧につい

て，基準地震動Ｓｓによる地震力

又は弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力と組み合わせる場合は，当

該地震時の土圧及び水圧とする。

耐⑤-7，⑫-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系につ

いて，基準地震動Ｓｓによる地震

力，弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用してい

る荷重及び設計基準事故時に生じ

る荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷

重及び風荷重と弾性設計用地

震動による地震力又は静的地

震力を組み合わせる。耐⑫ 

 

なお，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧に

ついて，基準地震動による地

震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場

合は，当該地震時の土圧及び

水圧とする。耐⑫-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

 

Ｓクラスの機器・配管系につい

て，基準地震動による地震力，弾

性設計用地震動による地震力又は

静的地震力と組み合せる荷重は，

通常時に作用している荷重及び設

計基準事故時に生ずる荷重とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，(b) 機器・配管系の考え方に沿った下

記の 2 つの考え方に基づき検討した結果と

して後者を踏まえ，施設に作用する荷重の

うち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

とを組み合わせることとしている。この考

え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合して

いる。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのある事象によって施設に作用す

る荷重は，その事故事象の継続時間との関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて

考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのない事象であっても，いったん

事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重は，その事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

＊2 原子炉格納容器バウンダリを構成する

施設については，異常時圧力の 大値と弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み

合わせる。 

 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載の

ものを除く。） 

イ. Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，通常運転時の状

態で施設に作用する荷重と地震力とを組み

合わせる。 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計

基準事故時の状態のうち地震によって引き

起こされるおそれのある事象によって施設

に作用する荷重は，その事故事象の継続時

間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを

組み合わせる。 

 

 
2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除

く。） 

(中略) 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のう

ち地震によって引き起こされるおそれのない事象であ

っても，いったん事故が発生した場合，長時間継続す

る事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力と組み合わせる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑤-7 (P32 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令

の相違による発電炉

との記載の相違によ

り，MOX 燃料加工施設

では，該当する施設

がないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違に

より，MOX 燃料加工施

設では運転時の異常

な過渡変化の考慮す

る必要がないため記

載しない。 

㉝（P36）から 

㉛（P39）へ 

㉚（P36）へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉との記載の相違であり，地震力と組み

合わせる土圧及び水圧について事業変更

許可申請書に合わせて記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ロ. Ｂクラスの機器・配管系につ

いて，共振影響検討用の地震動に

よる地震力又は静的地震力と組み

合わせる荷重は，通常時に作用し

ている荷重とする。

ハ. Ｃクラスの機器・配管系につ

いて，静的地震力と組み合わせる

荷重は，通常時に作用している荷

重とする。耐⑤-8

ニ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の機器・配管系については，

通常時に作用している荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力を組み合

せる。

ホ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の機器・配管系については，

通常時に作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用している荷

重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によって

作用する荷重と基準地震動Ｓｓに

よる地震力を組み合わせる。重大

事故等が地震によって引き起こさ

【25 条】 

② 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，通

常時に作用している荷重，重大事

故等時に生ずる荷重，積雪荷重及

び風荷重と地震力を組み合わせ

る。機器・配管系については，通

常時に作用している荷重，設計基

準事故時に生ずる荷重及び重大事

故等時に生ずる荷重と地震力を組

み合わせる。耐□4

Ｂクラスの機器・配管系につい

て，共振影響検討用の地震動によ

る地震力又は静的地震力と組み合

わせる荷重は，通常時に作用して

いる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系につい

て，静的地震力と組み合わせる荷

重は，通常時に作用している荷重

とする。なお，屋外に設置される

施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。耐⑤-8 

【25 条】 

(ｃ) 荷重の組合せ 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系につ

いては，通常時に作用してい

る荷重と基準地震動による地

震力を組み合せる。 

 (ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常時に作用して

いる荷重，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態

で施設に作用している荷重の

うち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によ

って作用する荷重と基準地震

動による地震力を組み合わせ

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除

く。） 

(中略) 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で施設に作用する荷重及

び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する

荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系については，運

転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準

事故時の状態及び重大事故等時の状態で作

用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によって作用する

荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故

等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，

地震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重として扱う。

ニ. Ｓクラスの機器・配管系について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態及

び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのない事象で

あっても，いったん事故が発生した場

合，長時間継続する事象による荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせる。＊3

2.1.1(4)c.(b).イ.（中略）

及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系については，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除

く。） 

(中略) 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配

管系については，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用

する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれ

がある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合

わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の

耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震

によって引き起こされるおそれがない事象による荷重

として扱う。

 

耐⑤-8 (P38 へ) 

 

 

 

 

㉞（P38）から 

㉜へ 

㉝（P35,P39）へ 

㉜から 

㉚（P35）から 
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れるおそれがある事象であるかに

ついては，安全機能を有する施設

の耐震設計の考え方に基づき設定

する。 

 

 

ヘ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の機器・配管系については，

通常時に作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用している荷

重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがない事象による荷

重は，その事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力）と組み

合わせる。この組合せについて

は，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等

を考慮し，工学的，総合的に勘案

の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した

上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。重大事故等が地震によっ

て引き起こされるおそれがあ

る事象であるかについては，

安全機能を有する施設の耐震

設計の考え方に基づき設定す

る。 

 

(ⅲ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系につ

いては，通常時に作用してい

る荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で

施設に作用している荷重のう

ち，地震によって引き起こさ

れるおそれがない事象による

荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，

適切な地震力（基準地震動又

は弾性設計用地震動による地

震力）と組み合わせる。この

組合せについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考

慮し，工学的，総合的に勘案

の上設定する。なお，継続時

間については対策の成立性も

考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち地震

によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で

作用する荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ

又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本

設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る設備については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事象による荷

重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせ，その状態からさらに長

期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する

設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の

条件を用いて評価を行うその他の施設を

含む。）については，いったん事故が発

生した場合，長時間継続する事象による

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせ

る。 

なお，格納容器破損モードの評価シナ

リオのうち，原子炉圧力容器が破損する

評価シナリオについては，重大事故等対

処設備による原子炉注水は実施しない想

定として評価しており，本来は機能を期

待できる高圧代替注水系又は低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水により炉

心損傷の回避が可能であることから荷重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の

相違による発電炉との

記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 

【「等」の解説】 

「年超過確率の積等」とは，事故事

象と地震力の組合せの設定にあたり

考慮する事項の総称として示した記

載であることから許可の記載を用い

た。 
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ト. 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系については，通

常時に作用している荷重と弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力又は

静的地震力を組み合わせる。耐⑫

-7 

 

 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。耐

⑤-8，⑫-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常時に作用して

いる荷重と弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震力

を組み合わせる。耐⑫-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件として考慮しない。 

また，その際に用いる荷重の継続時間

に係る復旧等の対応について，保安規定

に定める。保安規定に定める対応として

は，故障が想定される機器に対してあら

かじめ確保した取替部材を用いた既設系

統の復旧手段，及び，あらかじめ確保し

た部材を用いた仮設系統の構築手段につ

いて，手順を整備するとともに，社内外

から支援を受けられる体制を整備する。 

その他の施設については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系並びに常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で施設に作

用する荷重及び運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷重と，動的

地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

 

＊3 原子炉格納容器バウンダリを構成す

る設備については，ＣＣＶ規格を踏ま

え，異常時圧力の 大値と弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ

る。 

 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

(中略) 
ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（風，積雪） 

 
2.1.1(4)b.(b) 機器・配管系 

ニ.  (中略) 風荷重，積雪荷重 

 

2.1.1(4)c.(c) 津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設

備が設置された建物・構築物 

 

イ. 津波防護施設及び浸水防止設備が設

置された建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

 

ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備につ

いては，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重等と基準

地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

上記(c)イ.，ロ.については，地震と津

波が同時に作用する可能性について検討

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑤-8（P36 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

津波防護施設等につい

ては，MOX 燃料加工施

設では、津波の影響が

ないことから、設計上

考慮する必要がないた

め記載しない。 

㉞（P36）へ 

㉗（P32）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の

相違による発電炉との

記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

屋外に設置される施設の荷重の組合せと

しては建物・構築物と同様に積雪，風荷

重を考慮することを「(5).①.d.(ii)機

器・配管系」にて記載。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

屋外に設置される施設の荷重の組合せと

しては建物・構築物と同様に積雪，風荷

重を考慮することを「(5).①.d.(ii)機

器・配管系」にて記載。 

㉖（P30）から 
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(c) 荷重の組合せ上の留意事項

イ. ある荷重の組合せ状態での

評価が明らかに厳しいことが判

明している場合には，その他の

荷重の組合せ状態での評価は行

わなくてもよい。

ロ.  耐震重要度の異なる施設を

支持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を確認する場合に

おいては，支持される施設の耐

震重要度に応じた地震力と通常

時に作用している荷重とを組み

合わせる

ハ. 機器・配管系の設計基準事

故時（以下本項目では「事故」

という。）に生じる荷重につい

ては，地震によって引き起こさ

れるおそれのある事故によって

作用する荷重及び地震によって

引き起こされるおそれのない事

故であっても，いったん事故が

発生した場合，長時間継続する

事故による荷重は，その事故の

発生確率，継続時間及び地震動

の超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮

する。

ニ. 積雪荷重については，屋外

に設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい施

設や，通常時に作用している荷

重に対して積雪荷重の割合が無

視できる施設を除き，地震力と

の組合せを考慮する。

ホ. 風荷重については，屋外の

直接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風荷重の影

響が地震荷重と比べて相対的に

無視できないような構造，形状

及び仕様の施設においては，地

震力との組合せを考慮する。耐

⑤-9

 

 

 

 

 

 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

(ⅰ) ある荷重の組合せ状態での評

価が明らかに厳しいことが判

明している場合には，その他

の荷重の組合せ状態での評価

は行わないことがある。 

(ⅱ) 耐震重要度の異なる施設を支

持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を確認する場合

においては，支持される施設

の耐震重要度に応じた地震力

と通常時に作用している荷重

とを組み合わせる。 

(ⅲ) 設計基準事故時（以下本項目

では「事故」という。）に生

ずるそれぞれの荷重について

は，地震によって引き起こさ

れるおそれのある事故によっ

て作用する荷重及び地震によ

って引き起こされるおそれの

ない事故であっても，いった

ん事故が発生した場合，長時

間継続する事故による荷重

は，その事故の発生確率，継

続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震

力と組み合わせて考慮する。

耐 

(ⅳ)  荷重については，屋外に設

置されている施設のうち，積

雪による受圧面積が小さい施

設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合

が無視できる施設を除き，地

震力との組合せを考慮する。

耐 

(ⅴ) 風荷重については，屋外の直

接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風荷重の

影響が地震荷重と比べて相対

的に無視できないような構

造，形状及び仕様の施設にお

いては，地震力との組合せを

考慮する。耐⑤-9 

し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる

地震力と津波による荷重の組合せを考慮

する。また，津波以外による荷重につい

ては，「b. 荷重の種類」に準じるものと

する。 

2.1.1(4)c.(d) 荷重の組合せ上の留意事

項 

 動的地震力については，水平 2 方向と

鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ

算定するものとする。 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系 

（中略） 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のう

ち地震によって引き起こされるおそれのある事象によ

って施設に作用する荷重は，その事故事象の継続時間

等との関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせ

る。

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除

く。） 

(中略) 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のう

ち地震によって引き起こされるおそれのない事象であ

っても，いったん事故が発生した場合，長時間継続す

る事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力と組み合わせる。

 
【許可からの変更点等】 

文末の記載を事業変更許可申請書で

の記載から設計方針としての記載に

修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，評価を行

う際の荷重の組合せ状態の留意事項に

ついて記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，耐震重要

度の異なる施設を支持する建物・建築

物の荷重の組合せについて記載。 

㉟（P23）へ 

㉛（P35）から 

㉝（P36）から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，屋外に設

置される施設の荷重の組合せとしては

建物・構築物と同様に積雪，風荷重を

考慮することを記載。 
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ヘ. 設備分類の異なる重大事故

等対処施設を支持する建物・構

築物の当該部分の支持機能を確

認する場合においては，支持さ

れる施設の設備分類に応じた地

震力と常時作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設

に作用する荷重及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重

並びに積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト． 重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重は，重大事故等

時における環境条件を考慮す

る。 

 

 

 

 

【25 条】 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

(ⅰ) ある荷重の組合せ状態での評

価が，その他の荷重の組合せ

状態と比較して明らかに厳し

いことが判明している場合に

は，その他の荷重の組合せ状

態での評価は行わないことが

ある。 

(ⅱ) 設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構

築物の当該部分の支持機能を

確認する場合においては，支

持される施設の設備分類に応

じた地震力と通常時に作用し

ている荷重（固定荷重，積載

荷重，土圧及び水圧），重大

事故等時の状態で施設に作用

する荷重並びに積雪荷重及び

風荷重を組み合わせる。 

(ⅲ) 積雪荷重については，屋外に

設置されている施設のうち，

積雪による受圧面積が小さい

施設や，通常時に作用してい

る荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮す

る。 

(ⅳ) 風荷重については，屋外の直

接風を受ける場所に設置され

ている施設のうち，風荷重の

影響が地震荷重と比べて相対

的に無視できないような構

造，形状及び仕様の施設にお

いては，地震力との組合せを

考慮する。耐⑫-8 

(ⅴ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重の組合せにおけ

る，地震によって引き起こさ

れるおそれがある事象又は地

震によって引き起こされるお

それがない事象については，

「添５第28表 主要な重大事

故等対処設備の設備分類」の

重大事故等の要因事象に示

す。耐◇8  

(ⅵ) 重大事故等時の状態で施設に

作 用 す る 荷 重 は ， 「 イ ．

（ハ）(１) ③ａ．(ｃ) 重

大事故等時における環境条

件」に示す条件を考慮する。

耐◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，設備分類

の異なる重大事故等対処施設を支持す

る建物・構築物等の荷重の組合せにつ

いて記載。 

(当社の記載) 

事業変更許可申請書との整合による

発電炉との記載の相違であり，重大

事故時等における環境条件の考慮に

ついて記載。 
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d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組

み合わせた状態に対する許容限界

は，以下のとおりとし，安全上適切

と認められる規格及び基準又は試験

等で妥当性が確認されている値を用

いる。耐⑤-10，⑫ 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物(チ.

に記載のものを除く。) 

 

 

 

 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限

界 

Ｓクラスの建物・構築物

については，地震力に対し

ておおむね弾性状態に留ま

るように，発生する応力に

対して，建築基準法等の安

全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度

を許容限界とする。 

 

 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地

震力との組合せに対する許

容限界 

建物・構築物全体として

の変形能力（耐震壁のせん

断ひずみ等）が終局耐力時

の変形に対して十分な余裕

を有し，部材・部位ごとの

せん断ひずみ・応力等が終

局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安

全余裕を持たせることとす

る。 

なお，終局耐力とは，建

物・構築物に対する荷重を

漸次増大していくとき，そ

の変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の 大

耐力とし，既往の実験式等

に基づき適切に定めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを

組み合わせた状態に対する許容限

界は，以下のとおりとする。耐⑤

-10 

 

 

 

 

ⅰ．建物・構築物 

 

 

 

(ⅰ) Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-２ 弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物に

ついては，地震力に対してお

おむね弾性状態に留まるよう

に，発生する応力に対して，

建築基準法等の安全上適切と

認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-１ 基準地震動による地震力と

の組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひ

ずみ等）が終局耐力時の変形

に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等に対し

て，妥当な安全余裕を持たせ

ることとする。 

なお，終局耐力とは，建

物・構築物に対する荷重を漸

次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加す

るに至る限界の 大耐力と

し，既往の実験式等に基づき

適切に定めるものとする。 

 

2.1.1(4)d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は次のとおりと

し，安全上適切と認められる規格及び基準

又は試験等で妥当性が確認されている値を

用いる。 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

 

 

2.1.1(4)d.(a)イ. Ｓクラスの建物・構築

物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物（ヘ.に記載

のものを除く。） 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。ただし，原子炉冷却材喪失事故時

に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容

器バウンダリにおける長期的荷重との組合

せを除く。）に対しては，下記イ.(ロ)に

示す許容限界を適用する。 

 

 
2.1.1(1) d. 
(中略) 

建物・構築物については，発生する応力に対し

て，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力

時の変形）について十分な余裕を有し，終

局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせるこ

ととする（評価項目はせん断ひずみ，応力

等）。 

 

 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対す

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，

その変形又はひずみが著しく増加するに至

る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に

基づき適切に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑫(P43 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書添付書類五

(5),1,e.,(d)許容限界の記載(応力

以外の許容限界もあるため許容応力

→値に適正化)と統合し，発電炉に

合わせた構成に修正。 

（機能については(a)ト.(43/59)に

記載） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉その記載の相違で

あり，MOX 燃料加工施

設では，設計基準事

故時の状態で施設に

作用する荷重は，長

時間施設に作用する

事故時荷重はないた

め記載しない。 

㊱（P42）へ 

⑩（P3）から 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，許容限界の

設定にあたり参照する知見の

総称として示した記載である

ことから当該箇所では等を用

いた。 

【「等」の解説】 

「建築基準法等」とは，許容

応力度の出典となる規基準の

総称として示した記載である

ことから許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ等」の指す内容

は，耐震壁のせん断ひずみ，層

間変形角などであり，添付書類

「Ⅲ-3-1-1 加工設備等に係る

耐震性に関する計算書（建物・

構築物）」で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「既往の実験式等」とは，終局

耐力に関する許容限界の設定に

あたり参照する知見の総称とし

て示した記載であることから許

可の記載を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物(チ.に記載するもの

を除く。)

上記イ.(イ)による許容応力度

を許容限界とする。耐⑤ 

ハ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物

（ト.に記載のものを除

く。）

上記イ.(ロ)による許容限界

を適用する。

ニ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物

（ト.に記載のものを除

く。）

上記ロ.による許容応力度を

許容限界とする。耐⑫-10

ホ. 設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構

築物（ト.に記載のものを除

く。）

上記ハ．を適用するほか，建

物・構築物が，変形等に対して

その支持機能を損なわれないも

のとする。なお，当該施設を支

【25 条】 

③ 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。建物・

構築物については，構造物全体と

しての変形能力（耐震壁のせん断

ひずみ等）が終局耐力時の変形に

対して十分な余裕を有し，部材・

部位ごとのせん断ひずみ・応力等

が終局耐力時のせん断ひずみ・応

力等に対し妥当な安全余裕を有す

るように設計する。機器・配管系

については，その施設に要求され

る機能を保持するように設計し，

塑性域に達するひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさないよ

うに設計する。

(ⅱ) Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物 

上記(ⅰ)の(ⅰ)-２による許

容応力度を許容限界とする。 

(ⅲ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土

木構造物である洞道を除く）

については，当該建物・構築

物の保有水平耐力が必要保有

水平耐力に対して，耐震重要

度に応じた適切な安全余裕を

有していることを確認する。

耐⑤-11

【25 条】 

(ｄ) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重を組

み合わせた状態に対する許容限界

は以下のとおりとし，安全上適切

と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている許

容応力等を用いる。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物は，

「 イ ． ( ロ )( ５ ) ① ｅ ．

(ｄ)ⅰ．(ⅰ)(ⅰ)-1 基準地

震動による地震力との組合せ

に対する許容限界」を適用す

る。 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物

は，「イ．(ロ)(５)①ｅ．

(ｄ)ⅰ．(ⅱ) Ｂクラス及び

Ｃクラス施設の建物・構築

物」を適用する。耐⑫-10 

2.1.1(1) d. 
(中略) 

建物・構築物については，構造物全体としての変

形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を

有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余

裕を有する設計とする。 

2.1.1(1) d. 
(中略) 

建物・構築物については，構造物全体としての変

形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を

有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余

裕を有する設計とする。 

2.1.1(4)d.(a)ロ. Ｂクラス及びＣクラス

の建物・構築物並びに常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限

界とする。 

2.1.1(4)d.(a)イ.(中略) 

及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物 

2.1.1(4)d.(a)ロ.(中略) 

並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物 

2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異な

る施設又は設備分類の異なる重大事故等対

処施設を支持する建物・構築物（ヘ.及び

ト.に記載のものを除く。）

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要

度分類の異なる施設又は設備分類の異なる

重大事故等対処施設がそれを支持する建

物・構築物の変形等に対して，その支持機

能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支

 

 

 

 

 

 

⑦（P3）から

⑬（P4）から

㊱（P41）から 

㊳から 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載を，発

電炉の構成も踏まえ，安全機能を

有する施設と同じ項目内に並べた

構成として記載位置を修正 

【「等」の解説】 

「変形等」の指す内容は，変

形，せん断ひずみ，変形角など

であり，添付書類「Ⅲ-3-1-1 

加工設備等に係る耐震性に関す

る計算書（建物・構築物）」で

示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。

㊲（P44）へ 

㊳へ 

㊴（P44，48）へ 
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持する建物・構築物の支持機能

を損なわれないことを確認する

際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。耐

⑧-3，⑨-3 

 

 

 

へ. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木

構造物である洞道を除く）につ

いては，当該建物・構築物の保

有水平耐力が必要保有水平耐力

に対して，耐震重要度に応じた

適切な安全余裕を有しているこ

とを確認する。耐⑤-11，⑫-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト. 気密性，遮蔽性，貯水機能，

閉じ込め機能を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密

性，遮蔽性，貯水機能，閉じ込

め機能が必要な建物・構築物に

ついては，その機能を維持でき

る許容限界を適切に設定するも

のとする。耐⑤⑫ 

 

 

チ. 屋外重要土木構造物(洞道) 

（イ）Ｂクラスの屋外重要土

木構造物（洞道） 
 

① 弾性設計用地震動Ｓｄの

1/2 による地震力又は静的地震

力との組合せに対する許容限界 
安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 耐⑧⑨ 
 

 

 

 

 

 

④ 常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

は，代替する機能を有する安全機

能を有する施設が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震

力に十分に耐えることができるよ

うに設計する。なお，Ｂクラス施

設の機能を代替する常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設のうち，共振の

おそれのある施設については，弾

性設計用地震動に２分の１を乗じ

た地震動によりその影響について

の検討を行う。建物・構築物及び

機器・配管系ともに，静的地震力

に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられるように設計す

る。建物・構築物については，発

生する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容

限界とする。機器・配管系につい

ては，発生する応力に対して，応

答が全体的におおむね弾性状態に

留まるように設計する。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅳ) 建物・構築物（屋外重要土

木構造物である洞道を除く）

の保有水平耐力は，「イ．

(ロ)(５)①ｅ．(ｄ)ⅰ．(ⅲ) 

建物・構築物の保有水平耐

力」を適用する。 耐⑫-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持機能が維持されることを確認する際の

地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

2.1.1(4)d.(a)ニ. 建物・構築物の保有水

平耐力（ヘ.及びト.に記載のものを除

く。） 

建物・構築物については，当該建物・構

築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に

対して耐震重要度分類又は重大事故等対処

施設が代替する機能を有する設計基準事故

対処設備が属する耐震重要度分類に応じた

安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設については，上

記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類をＳクラスとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，止水

性，遮蔽性，通水機能，貯水機能が必要な

建物・構築物については，その機能を維持

できる許容限界を適切に設定するものとす

る。 

 

ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の土木

構造物 

 

(イ) 静的地震力との組合せに対する許容

限界 

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組

合せに対する許容限界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲

げについては許容応力度，構造部材のせん

断については許容せん断応力度を許容限界

の基本とするが，構造部材のうち，鉄筋コ

ンクリートの曲げについては限界層間変形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑤(P42 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令

の相違による発電炉

との記載の相違であ

り，MOX 燃料加工施設

では、技術基準規則

において常設重大事

故緩和設備の分類が

なく該当しないため

記載しない。 

【許可からの変更点等】 

機能維持について，発電炉では工認

段階で許可時点よりも詳細な記載を

追加していることを踏まえ，事業変

更許可申請書より詳細な記載として

追記（津波に起因する止水性や非常

時に海水を確保するための通水機能

の維持がもとめられる施設はないた

め，MOX 燃料加工施設の建物・構築

物に要求される機能に応じて記載） 

【許可からの変更点等】 

屋外重要土木構造物(洞道)の許容限

界の考え方について明確化するた

め，発電炉の構成に合わせた記載を

追記 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，屋外重要土木構造

物（洞道）が Bクラスのため記載しない。 
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 (b) 機器・配管系 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限

界 

発生する応力に対して，

応答が全体的におおむね弾

性状態に留まるように，降

伏応力又はこれと同等の安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

 

(ⅰ) Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

(ⅰ)-２ 弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応

答が全体的におおむね弾性状

態に留まるように，降伏応力

又はこれと同等の安全性を有

する応力を許容限界とする。 

角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする

場合もある。 

既設屋外重要土木構造物の構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限

界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げに

ついては終局曲率，鉄筋コンクリート及び

鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせ

ん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全

余裕を持たせることとし，それぞれの安全

余裕については，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

 
2.1.1(1) f. 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，構造物全体として変形

能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有す

るとともに，それぞれの施設及び設備に要求される機

能が保持できる設計とする。 

 
2.1.1(4)d.(a)ロ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構

築物 

 

 
2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異なる施設又は

設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分類の異

なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設が

それを支持する建物・構築物の変形等に対して，その

支持機能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維

持されることを確認する際の地震動は，支持される

施設に適用される地震動とする。 

 

ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

2.1.1(4)d.(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

2.1.1(4)d.(b)イ. Ｓクラスの機器・配管

系 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作

用する荷重との組合せ（原子炉格納容器

バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では該当

する設備がないため記載し

ない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉その記載の相違で

あり，MOX 燃料加工

施設では，設計基準

事故時の状態で施設

に作用する荷重は，

長時間施設に作用す

る事故時荷重はない

ため記載しない。 

㊲（P42）から 

㊴（P42）から 

⑰（P4）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉との記載の相違であり，津波防護施設

等については，MOX 燃料加工施設では，津

波の影響がないこと設計上考慮する必要

がないため記載しない。 
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全性を有する応力を許容限

界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地

震力との組合せに対する許

容限界 

塑性域に達するひずみが

生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機

能に影響を及ぼすことがな

い限度に応力，荷重を制限

する値を許容限界とする。

なお，地震時又は地震後の

機器・配管系の動的機能要

求については，実証試験等

により確認されている機能

維持加速度等を許容限界と

する。耐⑤-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅰ)-１ 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生

ずる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を

及ぼすことがない限度に応

力，荷重を制限する値を許容

限界とする。なお，地震時又

は地震後の機器・配管系の動

的機能要求については，実証

試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界

とする。耐⑤-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おける長期的荷重との組合せを除く。）

に対しては，下記イ.(ロ)に示す許容限界

を適用する。 

 
2.1.1(1) d. 
(中略) 

機器・配管系については，応答が全体的におおむ

ね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさないよう

に応力，荷重等を制限する値を許容限界

とする。 

また，地震時又は地震後に動的機能又

は電気的機能が要求される機器について

は，基準地震動Ｓｓによる応答に対して

試験等により確認されている機能確認済

加速度等を許容限界とする。 

 
2.1.1(1) d. 
(中略) 

機器・配管系については，その施設に要求される

機能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合

であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され

る機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等につ

いては，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設

備に要求される機能を保持する設計とする。なお，

動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えていないことを確認する。 

 

 
2.1.1(1) d. 
(中略) 

機器・配管系については，その施設に要求される機

能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される

機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等につい

ては，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設

備に要求される機能を保持する設計とする。なお，

動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えていないことを確認する。 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b)ロ. 常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配

管系 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭（P4）から 

⑧（P3）から 

㊵（P46）へ 

⑪（P3）から 

㊶（P46）から 

【「等」の解説】 

「実証試験等により確認されている機

能維持加速度等」については，機能確

認済加速度，設備ごとに設定する許容

荷重などであり，添付書類「Ⅲ-1-1-8 

機能維持の基本方針」又は「Ⅲ-3-1-2 

加工設備等に係る耐震性に関する計算

書（機器・配管系）」に示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 
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ロ. Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系 

上記イ．(イ)による応力を許

容限界とする。耐⑤-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系 
上記イ.(ロ)による応力，荷

重を許容限界とする。 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設 
(イ) 上記ロ.による応力を許容

限界とする。 

(ロ) 代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対

処設備のうちＳクラスの施設

は，上記ハ.を適用する。 

 

 

 

ホ. 動的機器 

地震時及び地震後に動作を要

求される機器・配管系について

は，実証試験等により確認され

ている機能維持加速度等を許容

限界とする。耐⑤-13，⑫-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系 

上記(ⅰ)の(ⅰ)-２ による

応力を許容限界とする。耐⑤-

13 

 

 

 

(ⅲ) 動的機器  

地震時及び地震後に動作を

要求される機器・配管系につ

いては，実証試験等により確

認されている機能維持加速度

等を許容限界とする。耐⑤-14 

 

 

 

【25 条】 

(ｄ) 許容限界 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系は，

「イ．(ロ)(５)①ｅ．(ｄⅱ．

(ⅰ)(ⅰ)-1 基準地震動によ

る地震力との組合せに対する

許容限界」を適用する。 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系

は，「イ．(ロ)(５)①ｅ．

(ｄ)ⅱ．(ⅱ) Ｂクラス及び

Ｃクラスの機器・配管系」を

適用する。 

 

 

 

(ⅲ) 動的機器は，「イ．(ロ)(５)

①ｅ．(ｄ)ⅱ．(ⅲ) 動的機

器」を適用する。耐⑫-12 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを

構成する設備及び非常用炉心冷却設備等

の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故

時の状態における長期的荷重との組合せ

に対する許容限界は，イ.(イ)に示す許容

限界を適用する。 

 

2.1.1(4)d.(b)ハ. Ｂクラス及びＣクラス

の機器・配管系並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

 
2.1.1(4)d.(b)ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

 

 
2.1.1(4)d.(b)ハ.(中略) 

並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系 

 

 

ニ. チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作

用する荷重に対して，燃料集合体の原子

炉冷却材流路を維持できること及び過大

な変形や破損を生ずることにより制御棒

の挿入が阻害されないものとする。 

 

 

 

 

 

ホ. 逃がし安全弁排気管及び主蒸気系

（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 

逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓ

に対して，主蒸気系（外側主蒸気隔離弁

より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動

Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す許容限界を適

用する。 

 

 
（中略） 

地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要

求される機器については，基準地震動Ｓｓによる応

答に対して試験等により確認されている機能確認済

加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準，準拠法令の

相違による発電炉との

記載の相違であり，

MOX 燃料加工施設では､

該当する設備がないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設置許可記載事項によ

る発電炉との記載の相

違であり，発電炉では

逃がし安全弁排気管等

の破損による内圧上昇

を防止する機能が要求

されているが，MOX 燃

料加工施設には同様機

能は要求されていない

ため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉その記載の相違であ

り，MOX 燃料加工施設では，設

計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重は，長時間施設に作

用する事故時荷重はないため記

載しない。 

㊷へ 

㊷から 

㊶（P45）から 

㊵（P45）へ 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載を，発電

炉の構成も踏まえ，安全機能を有す

る施設と同じ項目内に並べた構成と

して記載位置を修正 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載を，発電

炉の構成も踏まえ，安全機能を有す

る施設と同じ項目内に並べた構成と

して記載位置を修正 

【「等」の解説】 

「実証試験等により確認されている機

能維持加速度等」については，機能確

認済加速度，設備ごとに設定する許容

荷重などであり，添付書類「Ⅲ-1-1-8 

機能維持の基本方針」又は「Ⅲ-3-1-2 

加工設備等に係る耐震性に関する計算

書（機器・配管系）」に示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 
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(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備が設置さ

れた建物・構築物

津波防護施設及び浸水防止設備が設置

された建物・構築物については，当該施

設及び建物・構築物が構造物全体として

の変形能力（終局耐力時の変形）及び安

定性について十分な余裕を有するととも

に，その施設に要求される機能（津波防

護機能及び浸水防止機能）が保持できる

ものとする（評価項目はせん断ひずみ，

応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視設備につい

ては，その設備に要求される機能（浸水

防止機能及び津波監視機能）が保持でき

るものとする。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

津波防護施設等につい

ては，MOX 燃料加工施

設では、津波の影響が

ないことから、設計上

考慮する必要がないた

め記載しない。 
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(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持

構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支

持構造物については，耐震重要度に

応じた地震力に十分耐えられる設計

とするとともに，安全機能を有する

施設のうち，耐震重要施設に該当す

る設備は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対してその安全機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

また，間接支持構造物について

は，支持する主要設備等又は補助設

備の耐震重要度に適用する地震動に

よる地震力に対して支持機能が損な

われない設計とする。耐①-5，②-2 

 

 

 

 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

(a) 耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設に対する波及

的影響の考慮 

耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設は，耐震重要

度の下位のクラスに属する施設

（以下「下位クラス施設」とい

う。）の波及的影響によって，そ

の安全機能又は重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれ

ないものとする。 

 

 

評価に当たっては，以下の４つ

の観点をもとに，敷地全体を俯瞰

した調査・検討を行い，各観点よ

り選定した事象に対して波及的影

響の評価を行い，波及的影響を考

慮すべき施設を抽出し，耐震重要

施設の安全機能への影響がないこ

とを確認する。 
波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当

たっては，施設の配置状況，使用

時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認において

は水平２方向及び鉛直方向の地震

力が同時に作用する場合に影響を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 波及的影響に係る設計方針 

 

 

 

 

耐震重要施設は，以下のとお

り，耐震重要度分類の下位のクラ

スに属する施設の波及的影響によ

って，その安全機能を損なわない

ように設計する。 

ａ．敷地全体を網羅した調査及び

検討の内容を含めて，以下に示

す４つの観点について，波及的

影響の評価に係る事象選定を行

う。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．設計における留意事項 

(ａ) 主要設備等，補助設備，直接支

持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接

支持構造物については，耐震重要

度の区分に応じた地震力に十分に

耐えることができるよう設計する

とともに，耐震重要施設に該当す

る設備は，基準地震動による地震

力に対してその安全機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。ま

た，間接支持構造物については，

支持する主要設備等又は補助設備

の耐震重要度分類に適用する地震

動による地震力に対して支持機能

が損なわれない設計とする。耐①

-5，②-2 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 波及的影響 

 

 

 

 

耐震重要施設は，耐震重要度分

類の下位のクラスに属する施設の

波及的影響によって，その安全機

能が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つ

の観点をもとに，敷地全体を俯瞰

した調査・検討を行い，各観点よ

り選定した事象に対して波及的影

響の評価を行い，波及的影響を考

慮すべき施設を抽出し，耐震重要

施設の安全機能への影響がないこ

とを確認する。 

 

波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当

たっては，施設の配置状況，使用

時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認において

は水平２方向及び鉛直方向の地震

力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設を選定し

評価する。 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異なる施設又は

設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分類の異

なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設が

それを支持する建物・構築物の変形等に対して，その

支持機能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維

持されることを確認する際の地震動は，支持される

施設に適用される地震動とする。 

 

 

 

2.1.1(5)a. 波及的影響 

 

 

 

 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（以下

「上位クラス施設」という。）は，下位

クラス施設の波及的影響によって，その

安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 
2.1.1(1) h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設が，それ以外の発電所内にある

施設（資機材等含む。）の波及的影響によって，そ

の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

波及的影響については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用

して評価を行う。 

なお，地震動又は地震力の選定に当た

っては，施設の配置状況，使用時間等を

踏まえて適切に設定する。また，波及的

影響においては水平 2 方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し

評価する。 

この設計における評価に当たっては，

敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行

う。ここで，下位クラス施設とは，上位

クラス施設以外の発電所内にある施設

（資機材等含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電 

炉との記載の相違であり，MOX 燃料加工

施設は，主要設備等，補助設備，直接支

持構造物及び間接支持構造物の設計にお

ける留意事項について事業変更許可申請

書に記載したことから，当該内容を記

載。 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載，発電炉

の構成も踏まえ，耐震重要施設及び

重大事故等対処施設を含めた構成と

して記載内容を修正 

㊴（P42）から 

【「等」の解説】 

「主要設備等」とは，当該機能に直接的に

関連する設備及び構築物であり，添付書類

「Ⅲ-1-1-3 重要度分類及び重大事故等対

処施設の設備分類の基本方針」で示すため

当該箇所では許可の記載を用いた。 

⑲（P6）から 
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及ぼす可能性のある施設，設備を

選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，上

位クラス施設以外の MOX 燃料加工施

設内にある施設（資機材等を含

む。）をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を

維持するため，保安規定に，機器設

置時の配慮事項等を定めて管理す

る。 

 

なお，原子力施設の地震被害情報

をもとに，４つの観点以外に検討す

べき事項がないか確認し，新たな検

討事項が抽出された場合には，その

観点を追加する。耐⑥-1 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設に

対する波及的影響については，以下

に示すイ．～ニ．の４つの事項につ

いて「耐震重要施設」を「常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設」に，「安全

機能」を「重大事故等に対処するた

めに必要な機能」に読み替えて適用

する。耐⑬-1 

 

イ. 設置地盤及び地震応答性状の

相違に起因する相対変位又は不

等沈下による影響 

(イ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力に対

して不等沈下により，耐震

重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

(ロ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力によ

る下位クラス施設と耐震重

要施設の相対変位により，

耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認す

る。耐⑥-2 

 

ロ. 耐震重要施設と下位クラス施

設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，耐

震重要施設に接続する下位クラ

ス施設の損傷により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。耐⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置地盤及び地震応答性状

の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 耐震重要施設と下位のクラ

スの施設との接続部における

相互影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子力施設の地震被害情

報をもとに，４つの観点以外に検

討すべき事項がないか確認し，新

たな検討事項が抽出された場合に

は，その観点を追加する。耐⑥-1 

 

【25 条】 

(ｇ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，Ｂクラス及びＣクラスの施

設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設並びに可搬型重大事故等対処設

備の波及的影響によって，重大事

故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように

設計する。耐⑬-1 

ⅰ．設置地盤及び地震応答性状の相

違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 

(ⅰ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力による下

位のクラスの施設と耐震重要

施設の相対変位により，耐震

重要施設の安全機能へ影響が

ないことを確認する。 

(ⅱ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力に対

して不等沈下により，耐震

重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。耐

⑥-2 

 

ⅱ．耐震重要施設と下位のクラスの

施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，耐震重

要施設に接続する下位のクラスの

施設の損傷により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確

認する。耐⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持

するため，保安規定に，機器設置時の配

慮事項等を定めて管理する。 

耐震重要施設に対する波及的影響につ

いては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事

項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等

から新たに検討すべき事項が抽出された

場合には，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響につい

ては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事項

について「耐震重要施設」を「常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設」に，「安全機能」を「重大事故等に

対処するために必要な機能」に読み替え

て適用する。 

 

2.1.1(5)a.(a) 設置地盤及び地震応答性

状の相違等に起因する不等沈下又は相対

変位による影響 

2.1.1(5)a.(a)イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，不等沈下による耐震

重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

2.1.1(5)a.(a)ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，下位クラス施設と耐

震重要施設の相対変位による耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

2.1.1(5)a.(b) 耐震重要施設と下位クラ

ス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，耐震重要施設に接続

する下位クラス施設の損傷による耐震重

要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

下位クラス施設として資機材等を含むこ

と、現場維持などの運用で担保する内容

については保安規定にて定めることとし

ているため、その旨の記載を追加 

事業変更許可申請書の記載，発電炉の構

成も踏まえ，耐震重要施設及び重大事故

等対処施設を含めた構成として記載内容

を修正 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載，発電

炉の構成も踏まえ，耐震重要施設

及び重大事故等対処施設を含めた

構成として記載位置を修正 

【「等」の解説】 

「資機材等」とは，資材及び機

材の総称として示した記載であ

ることから当該箇所では等を用

いた。 

【「等」の解説】 

「配慮事項等」とは，保安規定に定める

配慮事項の総称として示した記載である

ことから当該箇所では等を用いた。 
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ハ. 建屋内における下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，建

屋内の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。耐⑥-4 

二. 建屋外における下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。耐⑥-5 

c. 耐震重要施設及び波及的影響の設計対象

とする下位クラス施設のうち地下躯体を有

する建物・構築物への地下水の影響

耐震重要施設及び波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設のう

ち，地下躯体を有する建物・構築物

の耐震性を確保するため，周囲の地

下水を排水できるよう地下水排水設

備（サブドレンポンプ及び水位検出

器）を設置する。また，基準地震動

による地震力に対して，必要な機能

が保持できる設計とするとともに，

非常用電源設備又は基準地震動によ

る地震力に対し機能維持が可能な発

電機からの給電が可能な設計とす

る。耐②

(ｃ) 建屋内における下位のクラ

スの施設の損傷，転倒，落下

による耐震重要施設への影響

(ｄ) 建屋外における下位のクラ

スの施設の損傷，転倒，落下

による耐震重要施設への影響

ｂ．各観点より選定した事象に対

して波及的影響の評価を行い，

波及的影響を考慮すべき施設を

抽出する。 

ｃ．波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用す

る。 

ｄ．これら４つの観点以外に追加

すべきものがないかを，原子力

施設の地震被害情報をもとに確

認し，新たな検討事項が抽出さ

れた場合には，その観点を追加

する。耐□4  

ⅲ．建屋内における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋内

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認す

る。耐⑥-4 

ⅳ．建屋外における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋外

の下位のクラスの施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確

認する。耐⑥-5 

また，波及的影響の評価におい

ては，地震に起因する溢水防護及

び火災防護の観点からの波及的影

響についても評価する。耐◇6  

2.1.1(5)a.(c) 建屋内における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋内の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)a.(d) 建屋外における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋外の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)b. 原子炉建屋への地下水の影響 

原子炉本体等を支持する原子炉建屋の

耐震性を確保するため，原子炉建屋周囲

の地下水を排水できるよう原子炉建屋地

下排水設備（排水ポンプ（容量120 m3/h/

個，揚程50 m，原動機出力30 kW/個，個数

2）及び集水ピット水位計（個数2，計測

範囲EL.-17.0～-7.0 m））を設置する。ま

た，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地下水排水設備の具体的な数値に

ついては，MOX 燃料加工施設におい

ては地下水排水設備の申請にて仕

様表に記載する。 

【許可からの変更点等】 

発電炉では工認段階で許可時点よ

りも詳細な記載として追加してい

ることを踏まえ，事業変更許可申

請書より詳細な記載として追記
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d. 地盤変状に対する考慮 

耐震重要施設については，地盤変

状が生じた場合においても，その安

全機能が損なわれないよう，適切な

対策を講ずる設計とする。耐② 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設に

ついては，地盤変状が生じた場合に

おいても，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な対策を講ずる設

計とする。耐⑧ 

 

e. 一関東評価用地震動（鉛直） 
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方

向の地震動のみであることから，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合

わせた影響評価を行う場合には，工

学的に水平方向の地震動から設定し

た鉛直方向の評価用地震動（以下

「一関東評価用地震動（鉛直）」と

いう。）による地震力を用いて，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合

わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まること

を確認する。耐⑤-14，⑫-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｃ) 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ss－Ｃ４は，水平方

向の地震動のみであることから，

水平方向と鉛直方向の地震力を組

み合わせた影響評価を行う場合に

は，工学的に水平方向の地震動か

ら設定した鉛直方向の評価用地震

動（以下「一関東評価用地震動

（鉛直）」という。）による地震

力を用いる。耐⑤-14，⑫-13 

一関東評価用地震動（鉛直）

は，一関東観測点における岩手・

宮城内陸地震で得られた観測記録

のNS方向及びEW方向のはぎとり解

析により算定した基盤地震動の応

答スペクトルを平均し，平均応答

スペクトルを作成する。水平方向

に対する鉛直方向の地震動の比３

分の２を考慮し，平均応答スペク

トルに３分の２を乗じた応答スペ

クトルを設定する。一関東観測点

における岩手・宮城内陸地震で得

られた鉛直方向の地中記録の位相

を用いて，設定した応答スペクト

ルに適合するよう模擬地震波を作

成する。作成した模擬地震波につ

いて，より厳しい評価となるよう

に振幅調整した地震動を一関東評

価用地震動（鉛直）とする。 

一関東評価用地震動（鉛直）の

設計用応答スペクトルを添５第14

図に，設計用模擬地震波の加速度

時刻歴波形を添５第15図に示す。

耐◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(1) k. 耐震重要施設については，地盤変状が

生じた場合においても，その安全機能が損なわれな

いよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設について

は，地盤変状が生じた場合においても，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

MOX 燃料加工施設特有の設計による発電炉

との記載の相違であり，MOX 燃料加工施設

特有の設計上の考慮として，一関東評価用

地震動(鉛直)について事業変更許可申請に

合わせた記載とした。 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書（本文）で

は，(1)敷地の面積及び形状にて

「周辺地盤の変状により，その安

全機能が損なわれるおそれがない

地盤に設置」程度の記載であった

が，発電炉の記載も踏まえ，より

詳細な記載として追記 

㉑（P6）から 
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(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計と

する。緊急時対策建屋については，

耐震構造とし，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，遮蔽性能を確保

する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確

保するため，鉄筋コンクリート構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，緊急時対策建屋の換気設

備の性能とあいまって十分な気密性

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重

の組合せと許容限界については，

「(3) 地震力の算定方法」及び

「(4) 荷重の組合せと許容限界」に

示す建物・構築物及び機器・配管系

を適用する。耐⑧-4 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

⑦ 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，Ｂクラス及びＣクラスの施

設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設並びに可搬型重大事故等対処設

備の波及的影響によって，その重

大事故等に対処するために必要な

機能を損なわれるおそれがないよ

うに設計する。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【25 条】 

ｆ．緊急時対策所の耐震設計 

緊急時対策所については，基準地

震動による地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計

する。 

緊急時対策建屋については，耐震

構造とし，基準地震動による地震力

に対して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確

保するため，鉄筋コンクリート構造

とし，基準地震動による地震力に対

して，緊急時対策建屋の換気設備の

性能とあいまって緊急時対策所にと

どまる原子力防災組織又は非常時対

策組織（以下「非常時対策組織」と

いう。）の要員の実効線量が７日間

で100mSvを超えない設計とする。耐

◇11  

 

 

 

 

 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重

の組合せと許容限界については，

「イ．(ロ)(５)②ｃ．地震力の算定

方法」及び「イ．(ロ)(５) ②ｄ．荷

重の組合せと許容限界」に示す建

物・構築物及び機器・配管系を適用

する。耐⑧-4 

 
2.1.1(1) j. 緊急時対策所建屋の耐震設計の基本方

針については，「(6) 緊急時対策所建屋」に示す。 
 

 

 

 

2.1.1(6) 緊急時対策所建屋 

緊急時対策所建屋については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

緊急時対策所建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，遮蔽性能を確保する。 

 

 

また，緊急時対策所の居住性を確保す

るため，鉄筋コンクリート構造とし，緊

急時対策所建屋の換気設備の性能とあい

まって十分な気密性を確保できるよう，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

地震時及び地震後において耐震壁のせん

断ひずみがおおむね弾性状態にとどまる

設計とする。 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「(3) 地震

力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せ

と許容限界」に示す建物・構築物及び機

器・配管系のものを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳（P6）から 

【許可からの変更点等】 

事業変更許可申請書の記載のうち

線量については第 38 条（緊急時

対策所）にて展開するため，発電

炉の記載も踏まえ，耐震設計とし

ては気密性の確保について記載。 

第 38 条（緊急時対策所）に係る設

計とのつながりとして記載 
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(地震による損傷の防止) 

第六条 

３  耐震重要施設は、事業許

可基準規則第七条第三項の地

震により生ずる斜面の崩壊に

よりその安全性が損なわれる

おそれがないものでなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

(地震による損傷の防止) 

第二十七条 

２  前項第一号の重大事故等

対処施設は、事業許可基準規

則第七条第三項の地震により

生ずる斜面の崩壊により重大

事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれが

ないよう、防護措置その他の

適切な措置が講じられたもの

でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 周辺斜面 

a. 耐震重要施設 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，

耐震重要施設に影響を及ぼすような

崩壊を起こすおそれがないものとす

る。なお，耐震重要施設周辺におい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，施設の安全機能に重大な

影響を与えるような崩壊を起こすお

それのある斜面はない。耐⑦-1 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

周辺斜面は，基準地震動による地震

力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないもの

とする。なお，当該施設の周辺にお

いては，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能に影響を与えるような

崩壊を起こすおそれのある斜面はな

い。耐⑭-1，2 

 

 

 

 

 

⑨ 耐震重要施設の周辺斜面は，基

準地震動による地震力に対して，

耐震重要施設に影響を及ぼすよう

な崩壊を起こすおそれがないもの

とする。耐□4  

 

 

 

 

 

【25 条】 

⑥ 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，重大事故等の

対処に必要な機能へ影響を及ぼす

ような崩壊を起こすおそれがない

ものとする。耐□4  

 

 

 

 

ｇ．耐震重要施設の周辺斜面 

 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準

地震動による地震力に対して，耐震

重要施設に影響を及ぼすような崩壊

を起こすおそれがないものとする。

なお，耐震重要施設周辺において

は，基準地震動による地震力に対し

て，施設の安全機能に重大な影響を

与えるような崩壊を起こすおそれの

ある斜面はない。耐⑦-1 

 

【25 条】 

(ｆ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，重大事故等の

対処に必要な機能へ影響を及ぼす

ような崩壊を起こすおそれがない

ものとする。耐⑭-1 

 

ｅ．重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

周辺斜面は，基準地震動による地震

力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないもの

とする。なお，当該施設の周辺にお

いては，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能に影響を与えるような

崩壊を起こすおそれのある斜面はな

い。耐⑭-2 

 

 

③ 主要施設の耐震構造 

ａ．燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用

洞道 

燃料加工建屋は，地上２階，地下

３階の鉄筋コンクリート造の建物

で，堅固な基礎盤上に設置する。建

物の内部は，多くの耐震壁があり，

相当に剛性が高く，耐震設計上の重

要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 

貯蔵容器搬送用洞道は，鉄筋コン

クリート造で剛性が高く，耐震設計

上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

ｂ．グローブボックス 

グローブボックスは，ステンレス

鋼製の本体を溶接及びボルト締結に

より加工した構造の設備であり，支

持構造物を建物の床等に固定するこ

2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により

周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する。 

 

 

主要施設の耐震構造については設工認本文

「第２章 個別項目 仕様表」，添付書類

「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」，添付書類「Ⅴ-2-2 平面図及び断面

図」にて示す。 
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とで耐震設計上の重要度に応じた耐

震性を有する構造とする。耐◇7  

ｃ．緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリ

ート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上１階（一部地上２階建

て）（地上高さ約17ｍ），地下１

階，平面が約60ｍ（南北方向）×約

79ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応

じた耐震性を有する構造とする。耐

◇7  

ｄ．第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コン

クリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水

槽を収納する），地下１階（貯水

槽），平面が約52ｍ（南北方向）×

約113ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。

建物は，耐震設計上の重要度に応

じた耐震性を有する構造とする。耐

◇7  

ｅ．第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コン

クリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水

槽を収納する），地下１階（貯水

槽），平面が約52ｍ（南北方向）×

約113ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。

建物は，耐震設計上の重要度に応

じた耐震性を有する構造とする。耐

◇7  

⑥ 地震による損傷の防止

（地震による損傷の防止）

第七条 安全機能を有する施設は、

地震力に十分に耐えることができ

るものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生に

よって生ずるおそれがある安全機

能を有する施設の安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への

影響の程度に応じて算定しなけれ

ばならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に

当該耐震重要施設に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震による加

速度によって作用する地震力（以

下「基準地震動による地震力」と

いう。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなけれ

60



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 6 条，第 27 条 （地震による損傷の防止）（55 / 59）

55

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ばならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の

発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損

なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

ａ．安全機能を有する施設は，耐震

重要度分類に分類し，それぞれに

応じた耐震設計を行う。 

・Ｓクラスの施設：自ら放射性物質

を内蔵している施設，当該施設に

直接関係しておりその機能喪失に

より放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を

外部に放散する可能性のある事態

を防止するために必要な施設及び

放射性物質が外部に放散される事

故発生の際に外部 に放散される

放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設，並びに地震

に伴って発生するおそれがある津

波による安全機能の喪失を防止す

るために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。

・Ｂクラスの施設：安全機能を有す

る施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラスに属する施設と

比べ小さい施設。

・Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属す

る施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設

と同等の安全性が要求される施

設。

ｂ．Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設は，以下に示す地震力に

対しておおむね弾性範囲に留まる

設計とする。

・Ｓクラス：弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地

震力。 

・Ｂクラス：静的地震力

共振のおそれのある施

設については，弾性設計用

地震動に２分の１を乗じた

地震力。 

・Ｃクラス：静的地震力

(ａ) 弾性設計用地震動による地

震力 

弾性設計用地震動は，基準

地震動との応答スペクトルの

比率の値が，目安として 0.5

61



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 6条，第 27 条 （地震による損傷の防止）（56 / 59） 

56 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
を下回らないような値で，工

学的判断に基づいて設定す

る。 

(ｂ) 静的地震力 

ⅰ．建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん

断力係数Ｃⅰに，次に示す施設

の耐震重要度分類に応じた係

数を乗じ，さらに当該層以上

の重量を乗じて算定するもの

とする。 

・Ｓクラス  3.0  

・Ｂクラス  1.5  

・Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係

数Ｃⅰは，標準せん断力係数Ｃ

０を0.2以上とし，建物・構築

物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮して求められる値と

する。 

また，必要保有水平耐力の

算定においては，地震層せん

断力係数Ｃⅰに乗じる施設の耐

震重要度分類に応じた係数

は，耐震重要度分類の各クラ

スともに1.0とし，その際に用

いる標準せん断力係数Ｃ０は1.

0以上とする。 

Ｓクラスの施設について

は，水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な方向の組合せ

で作用するものとする。鉛直

地震力は，震度0.3以上を基準

とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮し

て求めた鉛直震度より算定す

るものとする。ただし，鉛直

震度は高さ方向に一定とす

る。 

ⅱ．機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラス

の地震力は，上記ⅰ．に示す

地震層せん断力係数Ｃⅰに施設

の耐震重要度分類に応じた係

数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記

ⅰ．の鉛直震度をそれぞれ2

0％増しとした震度より求める

ものとする。なお，水平地震

力と鉛直地震力とは同時に不

利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

第３項について 

ａ．基準地震動は， 新の科学
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57

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
的・技術的知見を踏まえ，敷地

及び敷地周辺の地質・地質構

造，地盤構造並びに地震活動性

等の地震学及び地震工学的見地

から想定することが適切なもの

を策定する。 

ｂ．耐震重要施設は，基準地震動

による地震力に対して安全機能

が損なわれないよう設計する。 

第４項について 

耐震重要施設周辺においては，基

準地震動による地震力に対して，施

設の安全機能に重大な影響を与える

ような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。耐◇1  

④ 地震による損傷の防止

（地震による損傷の防止） 

第二十五条 重大事故等対処施設は、

次に掲げる施設の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める要件を満たすもので

なければならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設 基準地震動による地震力に対

して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれが

ないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設 

第七条第二項の規定により算定す

る地震力に十分に耐えることがで

きるものであること。 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設

は、第七条第三項の地震の発生によ

って生ずるおそれがある斜面の崩壊

に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第２５条の適用に当たっては、本

規程別記３に準ずるものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第７条

第２項の規定により算定する地震

力」とは、本規程第７条２、３及び

４において、当該常設重大事故等対

処設備が代替する機能を有する設計

基準事故に対処するための設備が属

する耐震重要度分類のクラスに適用

される地震力と同等のものをいう。 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施
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58

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設の各設備が有する重大事故等に対

処するために必要な機能及び設置状

態を踏まえて「ａ．設備分類」のと

おり分類し，設備分類に応じて

「ｂ．設計方針」に示す設計方針に

従って耐震設計を行う。耐震設計に

おいて適用する地震動及び当該地震

動による地震力等については，安全

機能を有する施設のものを設備分類

に応じて適用する。 

なお，「ｂ．設計方針」の(ａ)及

び(ｂ)に示す設計方針が，それぞれ

第１項の第一号及び第二号の要求事

項に対応するものである。 

ａ．設備分類 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがあ

る事故及び重大事故が発生し

た場合において，対処するた

めに必要な機能を有する設備

であって常設のもの。 

ⅰ．常設耐震重要重大事故等対

処設備 

常設重大事故等対処設備で

あって，耐震重要施設（Ｓク

ラスに属する施設）に属する

安全機能を有する施設が有す

る機能を代替するもの。

ⅱ．常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であ

って，上記(ａ)以外のもの。 

ｂ．設計方針 

(ａ) 常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故

等対処施設 

基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわ

れるおそれがないように設計

する。 

(ｂ) 常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

代替する機能を有する安全

機能を有する施設の耐震重要

度分類のクラスに適用される

地震力に対し十分に耐えるこ

とができるように設計する。 

代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対

処設備は，安全機能を有する

施設の耐震設計における耐震
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重要度の分類方針に基づき，

重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能

喪失により放射線による公衆

への影響の程度に応じて分類

し，その地震力に対し十分に

耐えることができるように設

計する。 

上記設計において適用する

動的地震力は，水平２方向及

び鉛直方向について適切に組

み合わせたものとして算定す

る。 

また，常設耐震重要重大事

故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設は，Ｂクラ

ス及びＣクラスの施設，常設

耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対

処施設並びに可搬型重大事故

等対処設備の波及的影響によ

って，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれ

るおそれがないように設計す

る。

第２項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設周

辺においては，基準地震動による地

震力に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能に影響を与える

ような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。耐◇1  
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別紙１② 

第六条及び第二十七条（地震による損傷の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

耐① 
安全機能を有する施設の耐震設計

の基本方針（第六条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 １項 － a 

耐② 
基準地震動に対する耐震重要施設

の耐震設計の基本方針（第六条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 ２項 － a 

耐③ 
安全機能を有する施設の耐震重要

度分類（第六条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 １項 － a 

耐④ 地震力の算定法（第六条） 技術基準の要求事項を受けている内容 
１項 

２項 
－ a 

耐⑤ 荷重の組合せと許容限界（第六条） 技術基準の要求事項を受けている内容 
１項 

２項 
－ a 

耐⑥ 

設計における留意事項のうち，各

段階における波及的影響の評価方

針（第六条） 

技術基準の要求事項を受けている内容 ２項 － a 

耐⑦ 
地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針（第六条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 ３項 － a 

耐⑧ 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故等対処設備に係

る耐震設計の基本方針（第二十七

条） 

技術基準の要求事項を受けている内容 
１項 

一号 
－ a 

耐⑨ 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外

の常設重大事故等対処設備に係る

耐震設計の基本方針（第二十七条） 

技術基準の要求事項を受けている内容 
１項 

二号 
－ a 

耐⑩ 
重大事故等対処施設の設備分類

（第二十七条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 

１項 

一号 

二号 

－ a 

耐⑪ 地震力の算定法（第二十七条） 技術基準の要求事項を受けている内容 

１項 

一号 

二号 

－ a 

耐⑫ 
荷重の組合せと許容限界（第二十

七条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 

１項 

一号 

二号 

－ a 

耐⑬ 

設計における留意事項のうち，重

大事故等対処施設における波及的

影響の評価方針（第二十七条） 

技術基準の要求事項を受けている内容 
１項 

一号 
－ a 

耐⑭ 
地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針（第二十七条） 
技術基準の要求事項を受けている内容 ２項 － a 
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2 

別紙１② 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

耐□１ 耐震設計の基本方針 

事業許可基準規則への適合性の方針を示すものであ

り，別途，技術基準規則への適合性の方針を記載する

ため，記載しない。 

a 

耐□２ 地盤に対する設置方針 
別条文（第五条）の要求事項に対する設計方針である

ことから第五条で記載する。 
a 

耐□３ 
基準地震動，弾性設計用地震動の

設定方針 

事業変更許可申請書で担保されている事項であるため

記載しない。 
－ 

耐□4  重複記載 
事業変更許可申請書での添五を基本設計方針に記載す

るため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

耐◇１ 耐震設計の基本方針 

事業許可基準規則への適合性の方針を示すものであ

り，別途，技術基準規則への適合性の方針を記載する

ため，記載しない。 

a 

耐◇２ 地盤に対する設置方針 
別条文（第五条）の要求事項に対する設計方針である

ことから第五条で記載する。 
a 

耐◇３ 
安全機能を有する施設の耐震重要

度分類 

事業変更許可申請書で担保されている事項であるため

記載しない。 
a 

耐◇4  
基準地震動，弾性設計用地震動の

設定方針 

事業変更許可申請書で担保されている事項であるため

記載しない。 
a 

耐◇5  

荷重の組合せ上の留意事項（水平

２方向と鉛直方向の組合せに関す

る記載を除く。） 

第六条の要求事項にないことから，詳細については，

添付書類に，荷重の組合せにおいて包絡できるケース

等の留意事項について記載する。 

a 

耐◇6  
溢水防護，火災防護の観点からの

波及的影響評価 

第六条の要求事項にないことから，溢水防護について

は第十二条，火災防護については第十一条で記載する。 
b,c 

耐◇7  主要な施設の耐震構造 
主要設備の構造に関する記載であり，当該構造を踏ま

えた耐震性については仕様表，添付書類に記載する。 
a,d,e 

耐◇8  重大事故等対処施設の設備分類 
事業変更許可申請書で担保されている事項であるため

記載しない。 
a 

耐◇9  重複記載 
事業変更許可申請書添付書類五の他記載と重複するた

め記載しない。 
－ 

耐◇10  地盤に対する設置方針 
別条文（第三十六条）の要求事項に対する設計方針で

あることから第三十六条で記載する。 
a 

耐◇11  緊急時対策所の設計方針 
別条文（第三十八条）の要求事項に対する設計方針で

あることから第三十八条で記載する。 
f 
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3 

別紙１② 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 添付Ⅲ 耐震性に関する説明書 

b 添付Ⅴ-1-1-7 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 

c 添付Ⅴ-1-1-6 加工施設の火災防護に関する説明書 

d 仕様表 

e 添付Ⅴ-2-2 平面図及び断面図 

f 添付Ⅴ-1-2 緊急時対策所に関する説明書 
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令和３年８月 12日 Ｒ０ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開 
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令和３年８月 12日 Ｒ０ 

別紙３ 

基本設計方針の添付書類への展開 
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令和３年８月 12日 Ｒ１ 

別紙４ 

添付書類の発電炉との比較 
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令和３年８月 12日 Ｒ０ 

別紙５ 

補足すべき項目の抽出 
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令和３年８月 12日 Ｒ０ 

別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐

づけ 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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